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山形県居宅介護職員初任者研修等事業の指定に関する要綱 

 

１ 趣旨 

この要綱は、「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」（平成

１８年９月２９日厚生労働省告示第５３８号。以下「告示」という。）、「居宅介護職員初任

者研修等について」（平成１９年１月３０日障発０１３０００１号厚生労働省社会・援護局障

害保健福祉部長通知）及び「強度行動障害支援者養成研修事業の実施について（運営要領）」

（平成２９年８月３日障発０８０３第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）（以

下「通知」という。）に定める居宅介護職員初任者研修等事業（以下「研修事業」という。）

の指定について、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 事業者及び研修内容の指定要件 

研修事業の実施者は、次の各号に定める要件を満たすものとして山形県知事が認めたものと

する。 

（１） 事業者に係る要件 

① 研修事業の趣旨を十分に理解していること。 

② 研修事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務的能力及び事業の安定的運営に必

要な財政基盤を有すること。 

③ 研修事業の経理が他の事業の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等研修事業の

収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。 

（２） 研修課程及び内容に係る要件 

① 各研修課程については、次の各号に掲げるとおりとし、各課程のカリキュラムについて

は別紙１のとおりとする。ただし、必要と認めるときは、カリキュラムに講義内容を追加

して実施することができる。 

ア 居宅介護職員初任者研修課程 

イ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程 

ウ 重度訪問介護従業者養成研修基礎課程 

エ 重度訪問介護従業者養成研修追加課程 

オ 重度訪問介護従業者養成研修統合課程 

カ 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程 

キ 同行援護従業者養成研修一般課程 

ク 同行援護従業者養成研修応用課程 

ケ 行動援護従業者養成研修課程 

コ 視覚障がい者移動介護従業者養成研修課程（告示第１条第２０項に規定する告示に

よる廃止前の指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平

成１８年厚生労働省告示第２０９号。以下「旧告示」という。）第３号に掲げる視覚

障害者外出介護従業者養成研修に相当するものとして山形県知事が認める研修の課程

をいう。以下同じ。） 

サ 全身性障がい者移動介護従業者養成研修課程（告示第１条第２０項に規定する旧告

示第４号に掲げる全身性障害者外出介護従業者養成研修に相当するものとして山形県
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知事が認める研修の課程をいう。以下同じ。） 

シ 知的障がい者移動介護従業者養成研修課程（告示第１条第２０項に規定する旧告示

第５号に掲げる知的障害者外出介護従業者養成研修に相当するものとして山形県知事

が認める研修の課程をいう。以下同じ。） 

ス 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修） 

セ 強度行動障害支援者養成研修（実践研修） 

② 受講対象者は、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護又は移動の介護（前号ス

及びセについては、障害福祉サービス事業所等において、知的障がい、精神障がいのある

児者を支援対象にした業務）に従事することを希望する者、従事することが確定している

者又は従事している者又は前号ス及びセについては、障害福祉サービス事業所等の連携医

療機関等において治療に当たる医療従事者とし、各課程の研修時間は、次のとおりとする。 

課  程 時  間 

居宅介護職員初任者研修課程 １３０ 

障害者居宅介護従業者基礎研修課程 ５０ 

重度訪問介護従業者養成研修基礎課程 １０ 

重度訪問介護従業者養成研修追加課程 １０ 

重度訪問介護従業者養成研修統合課程 ２０．５ 

重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程 １２ 

同行援護従業者養成研修一般課程 ２８ 

同行援護従業者養成研修応用課程 ６ 

行動援護従業者養成研修課程 ２４ 

視覚障がい者移動介護従業者養成研修課程 ２０ 

全身性障がい者移動介護従業者養成研修課程 １６ 

知的障がい者移動介護従業者養成研修課程 １９ 

強度行動障害支援者養成研修（基礎研修） １２ 

強度行動障害支援者養成研修（実践研修） １２ 

③ 研修期間については、次のとおりとする。 

ア 居宅介護職員初任者研修課程については、原則として８月以内に修了することとす

る。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、１年６月の範囲内

で修了することとして差し支えない。 

イ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程については、原則として４月以内に修了するこ

ととする。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、８月の範囲

内で修了することとして差し支えない。 

ウ 重度訪問介護従業者養成研修基礎課程については、原則として１月以内に修了する

こととする。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、２月の範

囲内で修了することとして差し支えない。 

エ 重度訪問介護従業者養成研修追加課程については、原則として１月以内に修了する

こととする。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、２月の範
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囲内で修了することとして差し支えない。 

  また、基礎課程と追加課程を同時並行的に実施する場合にあっては、原則として２

月以内に修了することとする。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合につ

いては、４月の範囲内で修了することとして差し支えない。 

オ 重度訪問介護従業者養成研修統合課程については、原則として２月以内に修了する

こととする。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、４月の範

囲内で修了することとして差し支えない。 

カ 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程については、原則として１月以内に

修了することとする。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、

２月の範囲内で修了することとして差し支えない。 

キ 同行援護従業者養成研修一般課程については、原則として２月以内に修了すること

とする。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、４月の範囲内

で修了することとして差し支えない。 

ク 同行援護従業者養成研修応用課程については、原則として１月以内に修了すること

とする。ただし、地域の実情等により、やむ得ない場合については、２月の範囲内で

修了することとして差し支えない。また、一般課程と応用課程を同時並行的に実施す

る場合にあっては、原則として３月以内に修了することとする。ただし、地域の実情

等により、やむを得ない場合については、６月の範囲内で修了することとして差し支

えない。 

ケ 行動援護従業者養成研修課程については、原則として２月以内に修了することとす

る。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、４月の範囲内で修

了することとして差し支えない。 

コ 視覚障がい者移動介護従業者養成研修課程については、原則として２月以内に修了

することとする。ただし、地域の実情等により、やむ得ない場合については、４月の

範囲内で修了することとして差し支えない。 

サ 全身性障がい者移動介護従業者養成研修課程については、原則として２月以内に修

了することとする。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、４

月の範囲内で修了することとして差し支えない。 

シ 知的障がい者移動介護従業者養成研修課程については、原則として２月以内に修了

することとする。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、４月

の範囲内で修了することとして差し支えない。 

ス 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）については、原則として１月以内に修了

することとする。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、２月

の範囲内で修了することとして差し支えない。 

セ 強度行動障害支援者養成研修（実践研修）については、原則として２月以内に修了

することとする。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、４月

の範囲内で修了することとして差し支えない。 

④ 各課程の位置付け等は次のとおりとする。 

ア 居宅介護職員初任者研修課程 

居宅介護職員初任者研修課程は、居宅介護従業者が行う業務に関する知識及び技術
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を習得することを目的として行われることとする。 

イ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程 

障害者居宅介護従業者基礎研修課程は、居宅介護従業者が行う業務に関する基礎的

な知識及び技術を習得することを目的として行われることとする。 

ウ 重度訪問介護従業者養成研修基礎課程 

  重度訪問介護従業者養成研修基礎課程は、重度の肢体不自由者又は重度の知的障が

い若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって、常時介護

を要するものに対する入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、

当該障がい者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護並びに外出時

における移動中の介護に関する基礎的な知識及び技術を習得することを目的として行

われることとする。 

エ 重度訪問介護従業者養成研修追加課程 

重度訪問介護従業者養成研修追加課程は、基礎課程において習得した知識及び技術

を深めるとともに、特に重度の障がい者に対する緊急時の対応等に関する知識及び技

術を習得することを目的として、基礎課程を修了した者を対象として行われることと

する（ただし、基礎課程と追加課程を適切な組み合わせにより同時並行的に行われる

場合にはこの限りではない。）。 

オ 重度訪問介護従業者養成研修統合課程 

重度訪問介護従業者養成研修統合課程は、ウ、エ及び社会福祉士及び介護福祉士法

施行規則（昭和６２年厚令４９号）附則第４条及び第１３条に係る別表第３第１号の

研修課程（以下、「基礎研修」という。）を統合したものとして行われることとする。 

カ 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程 

重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程は、重度の知的障がい又は精神障が

いにより行動上著しい困難を有する障がい者であって、常時介護を要するものにつき、

当該障がい者の特性の理解及び居宅内の外出時における危険を伴う行動を予防又は回

避するために必要な援護等に関する知識及び技術を習得することを目的として行われ

ることとする。 

キ 同行援護従業者養成研修一般課程 

同行援護従業者養成研修一般課程は、視覚障がいにより、移動に著しい困難を有す

る障がい者等に対して、外出時に、当該障がい者等に同行して、移動に必要な情報を

提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障がい者が外

出する際に必要な援助に関する一般的な知識及び技術を習得することを目的として行

われることとする。 

ク 同行援護従業者養成研修応用課程 

同行援護従業者養成研修応用課程は、同行援護を提供する事業所や同行援護サービ

ス提供責任者に必要な知識を習得し、サービス提供の管理・監督の質を向上させるこ

とを目的として、一般課程を修了した者を対象として行われることとする。 

ケ 行動援護従業者養成研修課程 

行動援護従業者養成研修課程は、知的障がい者又は精神障がいにより行動上著しい

困難を有する障がい者等であって常時介護を要する者につき、当該障がい者等の特性
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の理解や評価、支援計画シート等の作成及び居宅内や外出時における危険を伴う行動

を予防又は回避するために必要な援護等に関する知識及び技術を習得することを目的

として行われることとする。 

コ 視覚障がい者移動介護従業者養成研修課程 

視覚障がい者移動介護従業者養成研修課程は、視覚障がい者(児)に対する外出時に

おける移動の介護に関する知識及び技術を習得することを目的として行われることと

する。 

サ 全身性障がい者移動介護従業者養成研修課程 

全身性障がい者移動介護従業者養成研修課程は、全身性の障がいを有する者（児）

に対する外出時における移動の介護に関する知識及び技術を習得することを目的とし

て行われることとする。 

シ 知的障がい者移動介護従業者養成研修課程 

知的障がい者移動介護従業者養成研修課程は、知的障がい者（児）に対する移動の

介護に関する知識及び技術を習得することを目的として行われることとする。 

    ス 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修） 

      強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）は、強度行動障がいを有する者に対し、

適切な支援を行う職員の人材育成を目的として行われることとする。 

    セ 強度行動障害支援者養成研修（実践研修） 

強度行動障害支援者養成研修（実践研修）は、強度行動障がいを有する者に対し、

適切な支援計画を作成することが可能な職員の育成を目的として行われることとする。 

⑤ 研修課程の免除等については下記のとおりとする。 

ア 障害者支援施設等の生活支援員として実務経験を有する者については、それぞれの

職種により既に研修したと同等の知識を有すると認められる場合は、研修課程の一部

を免除することができるものとし、その具体的な免除科目については、職種、施設、

事業所の種類、経験年数等を勘案して知事が決定するものとする。 

イ 看護師等（看護師、准看護師をいう。以下同じ。）の資格を有する者については、

居宅介護職員初任者研修修了の要件を満たしているものとして業務に従事することが

できる。ただし、看護師等の業務に従事した時期から相当の期間を経ている者又は在

宅福祉サービス若しくはこれに類似するサービスの従事経験のない者については、職

場研修等を適切に行うことが望ましい。 

なお、看護師等の資格を有する者を居宅介護従業者として雇用する場合は、居宅介

護従業者として雇用されるのであって、保健師助産師看護師法に規定される診療の補

助及び療養上の世話の業務（社会福祉士法及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０

号）の規定に基づく自らの事業又はその一環として、たんの吸引等（口腔内の喀痰吸

引、鼻腔内の喀痰吸引、器官カニューレ内の喀痰吸引、胃ろう又は胃ろうによる経管

栄養又は経鼻栄養をいう。以下同じ。）の業務を行うための登録を受けている事業所

において実施されるたんの吸引等の業務を除く。）を行うものではない。 

    ウ 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第４０条第２項第２号の

指定を受けた学校又は養成施設において１月以上介護福祉士として必要な知識及び技

能を習得するための研修（以下「実務者研修」という。）を修了している者について
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は、当該研修における履修科目が、居宅介護職員初任者研修課程において履修すべき

科目を包括すると認められることから、居宅介護職員初任者研修課程の全科目を免除

することができるものとする。 

エ その他、免除となる研修科目については、別紙２のとおりとする。 

 

（３） 研修方法に係る要件 

① 原則として講義、演習、実習の順序で行うこと。 

② 研修は通信の方法によって行うことができる。ただし、各研修課程に適した講義室、演

習室、講師のもと添削指導及び面接指導による適切な指導が行われ、面接指導の時間数は、

障害者居宅介護従業者基礎研修課程に係るものについては３時間以上、重度訪問介護従業

者養成研修追加課程、重度訪問介護従業者養成研修統合課程、重度訪問介護従業者養成研

修行動障害支援課程、同行援護従業者養成研修応用課程、行動援護従業者養成研修課程、

視覚障がい者移動介護従業者養成研修課程、全身性障がい者移動介護従業者養成研修課程、

知的障がい者移動介護従業者養成研修課程、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）及

び強度行動障害支援者養成研修（実践研修）にあっては１時間以上とすること。 

③ 研修を通信の方法によって行う場合においては、その他別紙３の基準により行うこと。 

④ 研修科目を免除する場合、事業者は、修了証等の証明書類を提出させることにより、受

講者が免除の要件を満たしているか確認すること。 

⑤ 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程は強度行動障害支援者養成研修（基礎研

修）と、行動援護従業者養成研修課程は強度行動障害支援者養成研修（基礎研修及び実践

研修）と重なる内容があることから、それぞれ合同で開催できるものであること。 

 

（４） 講師に係る要件 

① 講師については、各課程の各科目を教授するのにふさわしい知識、技術、資格及び実務

経験を有する者であることとし、選定基準は別紙４に定める講師の要件（以下「講師要件」

という。）を満たすこと。 

② 講師については、考え方や内容の偏りを防ぐため、同一講師が多くの科目を兼ねること

のないよう、講師の数を十分に確保すること。 

③ 講師については、当該研修講師（内部、外部を問わない）による講義等の実施を確認す

るため、講義（演習）実施確認書を研修終了後に受領すること。 

 

（５） 実習に係る要件 

① 適切な実習施設との連携により、実習実施計画が定められていること。 

② 実習は、原則として講義、演習を修了した者に対して行うこと。 

また、各実習施設の機能や役割、各実習の目的、実習においての留意事項等について、

実習に先立ち、オリエンテーションを実施すること。 

③ 実習を行う施設及び実習指導者については別紙５に定める要件を満たすこと。 

④ 実習の受け入れ人数は、受講者全員に実習指導者の指導が十分に行き届くよう、無理の

ない範囲内のものであること。 
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（６） その他の要件 

① 研修事業の実施者は、研修受講者に研修内容等を明示するため、少なくとも次に掲げる

事項を明らかにした学則等を定め、公開すること。 

ア 開講目的 

イ 研修の名称及び課程 

ウ 実施場所 

エ 研修期間 

オ 研修カリキュラム及び開講時間 

カ 研修修了の認定方法 

キ 受講資格 

ク 受講手続（募集要領等） 

ケ 受講料、実習費等 

コ 募集人員 

サ 使用するテキストの名称 

シ 科目の免除 

ス 補講の方法 

セ 修了者の管理 

なお、講義を通信の方法によって行う場合には、上記に加え次の事項を定めること。 

ソ 講義を通信の方法によって行う地域 

タ 添削指導及び面接指導の方法 

② 事業者は、全科目を受講した者に対し、研修修了を認定し、様式第１号又は第１号の２

に定める様式により修了証明書及び携帯用修了証明書を交付すること。 

ただし、研修の一部を欠席した者で、やむを得ない事情があると認められるものについ

ては、第２（２）の③に定める各課程の研修期間内に補講を行うことにより当該科目を受

講したものとみなすことができる。 

③ 研修事業等への出席状況、成績、修了者名簿等、受講者に関する状況を把握し、保存す

ること。 

④ 研修事業等の実施にあたり、受講者に係る個人情報の保持について、十分に留意するこ

と。 

⑤ 受講者の募集は、研修事業の指定を受けた後に行うこと。また、募集にあたっては、誇

大広告等により受講者に過大な期待をいだかせることのないよう正確な表示をすること。 

⑥ 次に掲げる書類を作成し保存すること。 

ア 受講生の出席状況がわかるもの（上記③関係） 

イ 受講者及び修了者に関する台帳（上記③関係） 

ウ 受講者の成績等に関する書類（講義を通信等で行う場合） 

エ 受講者に関する各種証明書類等（第２（３）の⑤関係） 

オ 講師の講義等の実施を確認する書類（第２（４）の③関係） 

カ 申請書等知事に提出した書類及びその関係書類 

 

３ 指定申請 
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研修事業の指定を受けようとするもの（以下「申請者」という。）は、原則として募集を開

始しようとする２月前までに山形県居宅介護職員初任者研修等事業指定申請書（様式第２号）

を知事に提出するものとする。 

 

４ 指定の決定 

（１） 知事は、前項の申請があったときは、おおむね１月以内に結果を通知するものとする。 

（２） 申請内容が指定基準を満たさないものと認められるときは、相当の期間を定めて補正を

求め、申請者が期間内に補正を行わないときは、理由を付して研修事業の指定を行わない

旨を通知するものとする。 

 

５ 事業内容の変更 

研修事業の指定を受けたもの（以下「指定事業者」という）。は、申請の内容に変更を加え

る場合には、変更事由発生後直ちに山形県居宅介護職員初任者研修等事業変更届（様式第３号）

により、知事に届け出るものとする。 

 

６ 事業実績報告 

指定事業者は、指定を受けた研修が終了したときは、研修終了後１月以内に様式第４号によ

る事業報告書、講義（演習）実施確認書、修了者名簿及び実習修了確認書を知事に提出するも

のとする。 

また、第２（２）の③に定める期間内に補講を行った場合については、様式第５号による事

業報告書、補講実施状況報告書、修了者名簿及び実習修了確認書を補講終了後１月以内に知事

に提出するものとする。 

 

７ 調査及び指導等 

（１） 知事は、指定事業者に対し、必要があると認めるときは、指定事業者及び研修事業の実

施状況について、実地に調査を行うとともに、報告及びこれに係る書類の提出を求めるも

のとする。 

（２） 知事は、研修事業の実施等に関して適当でないと認めるときは、指定事業者に対して、

改善の指導を行うものとする。 

 

８ 指定の取り消し 

（１） 知事は、第４による指定の決定後に、研修内容が山形県居宅介護職員初任者研修等事業

として指定することがふさわしくないと判断した場合は、指定を取り消すことができるも

のとする。 

（２） 知事は、上記により指定の取消を行う場合においては、当該事業者に対して聴聞等を行

うものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成１９年３月３０日から施行する。 

２ 山形県居宅介護従業者養成研修事業の指定に関する要綱（平成１６年４月１日障第２００号）
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は、廃止する。 

３ 次の各号に掲げる者については、この要綱に規定する当該研修の課程を修了したものとみな

す。 

（１） この要綱の施行の際現に山形県居宅介護従業者養成研修事業の指定に関する要綱（以下

「旧要綱」という。）により知事が認める研修の各課程を修了した者（当該課程を受講中

の者を含む。）であって、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者。 

（２） この要綱の施行の際現に旧要綱の規定により知事が認める研修の各課程を受講中の者で

あって、この要綱の施行以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から

当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。 

４ この要綱の施行の際現に旧要綱の規定により指定された研修事業については、この要綱の規

定により指定された研修事業とみなす。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２０年３月２５日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２６年３月３日から施行する。 

２ 次の各号に掲げる者については、この要綱に規定する当該研修の課程を修了したものとみな

す。 

（１） 平成２５年４月１日において、改正前の本要綱に規定する居宅介護従業者養成研修の１

級課程及び２級課程（以下「１、２級課程」という。）を既に修了している者については、

すべて居宅介護職員初任者研修の修了の要件をみたしているものとして扱い、また、平成

２５年４月１日において、１、２級課程を受講中の者であって、それ以降に当該研修を修

了した者についても、すべて居宅介護職員初任者研修の修了の要件を満たしているものと

して取り扱うこととする。 

（２） 平成２５年４月１日において、改正前の本要綱に規定する居宅介護従業者養成研修の３

級課程を既に修了している者については、すべて障害者居宅介護従業者基礎研修の修了の

要件をみたしているものとして扱い、また、平成２５年４月１日において、３級課程を受

講中の者であって、それ以降に当該研修を修了した者についても、すべて障害者居宅介護

従業者基礎研修の修了の要件を満たしているものとして取り扱うこととする。 

３ この要綱の施行の際、現に改正前の本要綱の規定により指定された研修事業については、こ

の要綱の規定により指定された研修事業とみなす。 

 

附 則 

 この要綱は、平成３０年８月１３日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正前の重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程または行動援護従業

者養成研修課程として定めた内容は、令和３年３月３１日までの間は、なおその効力を有する。 



10 

３ この要綱により、重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程または行動援護従業者養成

研修課程について指定された事業者は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間、

改正後の内容に代えて、改正前の内容により実施することができる。 

４ 前２号により、効力を有するとされた内容の研修の課程を修了し、当該事業者が行った研修

の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者は、改正後の内容の研修の課程を修了し、当該

事業者が行った研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者とみなす。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和２年５月２０日に施行し、令和２年４月１日から適用する。 

２ この要綱による改正前の強度行動障害支援者養成研修として定めた内容は、令和３年３月３１ 

日までの間は、なおその効力を有する。 

３ この要綱により、強度行動障害支援者養成研修について指定された事業者は、令和２年４月１

日から令和３年３月３１日までの間、改正後の内容に代えて、改正前の内容により実施すること

ができる。 

４ 前２号により、効力を有するとされた内容の研修を修了し、当該事業者が行った研修を修了し

たものとして修了証書の交付を受けた者は、改正後の内容の研修を修了し、当該事業者から修了

証書の交付を受けた者とみなす。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和３年３月２６日から施行する。 

２ この要綱による改正前の強度行動障害支援者養成研修として定めた内容は、令和４年３月３１

日までの間は、なおその効力を有する。 

３ この要綱により、強度行動障害支援者養成研修について指定された事業者は、令和２年４月１

日から令和４年３月３１日までの間、改正後の内容に代えて、改正前の内容により実施すること

ができる。 

４ 前２号により、効力を有するとされた内容の研修を修了し、当該事業者が行った研修を修了し

たものとして修了証書の交付を受けた者は、改正後の内容の研修を修了し、当該事業者から修了

証書の交付を受けた者とみなす。 

 

附 則 

 １ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
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別紙１（２（２）①関係） 
 
居宅介護職員初任者研修課程カリキュラム 

教科名 目的 内容 

Ⅰ 講義及び演習 １３０時間 

※１ 講義と演習を一体的に実施すること。 

※２ 下記とは別に、筆記試験による修了評価（１時間以上）を実施すること。 

※３ 各教科の時間配分については、内容に偏りがないように、十分留意すること。 

※４ 効果的な研修を行うため必要であると考えられる場合には、提示した教科以外の教科においても

施設の見学等の実習を活用すること。 

１ 職務の理解（６時間） ※必要に応じて、施設の見学等の実習を活用すること。 

(1) 多様なサービスの

理解 

研修に先立ち、これか

ら介護が目指すべき、

その人の生活を支える

「在宅におけるケア」

等の実践について、介

護職がどのような環境

で、どのような形で、

どのような仕事を行う

のか、具体的なイメー

ジを持って実感し、以

降の研修に実践的に取

り組めるようにする。 

・介護保険サービス（居宅、施設） 

・介護保険外サービス 

(2) 介護職の仕事内容

や働く現場の理解 

・居宅、施設の多様な働く現場におけるそれぞれの

仕事内容 

・居宅、施設の実際のサービス提供現場の具体的イ

メージ（視聴覚教材の活用、現場職員の体験談、サ

ービス事業所における受講者の選択による実習・見

学等） 

・ケアプランの位置づけに始まりサービスの提供に

至るまでの一連の業務の流れとチームアプローチ、

他職種・介護保険外サービスを含めた地域の社会資

源との連携 

２ 介護における尊厳の保持・自立支援（９時間） 

(3) 人権と尊厳を支え

る介護 

介護職が、利用者の尊

厳のある暮らしを支え

る専門職であることを

自覚し、自立支援、介

護予防という介護・福

祉サービスを提供する

にあたっての基本的視

点及びやってはいけな

い行動例を理解する。 

・人権と尊厳の保持 

個人として尊重、アドボカシー、エンパワメン

トの視点、「役割」の実感、尊厳のある暮らし、

利用者のプライバシーの保護 

・ＩＣＦ（国際生活機能分類） 

介護分野におけるＩＣＦ 

・ＱＯＬ 

ＱＯＬの考え方、生活の質 

・ノーマライゼーション 

ノーマライゼーションの考え方 

・虐待防止・身体拘束禁止 

身体拘束禁止、高齢者虐待防止法、高齢者の養

護者支援 

・個人の権利を守る制度の概要 

個人情報保護法、成年後見制度、日常生活自立

支援事業 

(4) 自立に向けた介護 ・自立支援 

自立・自律支援、残存能力の活用、動機と欲求、

意欲を高める支援、個別性/個別ケア、重度化防止 

・介護予防 

介護予防の考え方 
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３ 介護の基本（６時間） 

(5) 介護職の役割、専門

性と多職種との連携 

・介護職に求められる

専門性と職業倫理の必

要性に気づき、職務に

おけるリスクとその対

抗策のうち重要なもの

を理解する。 

・介護を必要としてい

る人の個別性を理解

し、その人の生活を支

えるという視点から支

援を捉える。 

・介護環境の特徴の理解 

訪問介護と施設介護サービスの違い、地域包括

ケアの方向性 

・介護の専門性 

重度化防止・遅延化の視点、利用者主体の支援

姿勢、自立した生活を支えるための援助、根拠の

ある介護、チームケアの重要性、事業所内のチー

ム、多職種から成るチーム 

・介護に関わる職種 

異なる専門性を持つ多職種の理解、介護支援専

門員、サービス提供責任者、看護師等とチームと

なり利用者を支える意味、互いの専門職能力を活

用した効果的なサービスの提供、チームケアにお

ける役割分担 

(6) 介護職の職業倫理 ・職業倫理 

専門職の倫理の意義、介護の倫理（介護福祉士

の倫理と介護福祉士制度等）、介護職としての社

会的責任、プライバシーの保護・尊重 

(7) 介護における安全

の確保とリスクマネ

ジメント 

・介護における安全の確保 

事故に結びつく要因を探り対応していく技術、

リスクとハザード 

・事故予防、安全対策 

リスクマネジメント、分析の手法と視点、事故

に至った経緯の報告（家族への報告、市町村への

報告等）、情報の共有 

・感染対策 

感染の原因と経路（感染源の排除、感染経路の

遮断）、「感染」に対する正しい知識 

(8) 介護職の安全 ・介護職の心身の健康管理 

介護職の健康管理が介護の質に影響、ストレス

マネジメント、腰痛の予防に関する知識、手洗い・

うがいの励行、手洗いの基本、感染症対策 

４ 介護・福祉サービスの理解と医療との連携（９時間） 

(9) 障がい者福祉制度 障がい者福祉制度や介

護保険制度を担う一員

として最低限知ってお

くべき制度の目的、サ

ービス利用の流れ、各

専門職の役割・責務に

ついて、その概要のポ

イントを列挙できるよ

うになる。 

・障がい者福祉制度の理念 

  障がいの概念、ＩＣＦ（国際生活機能分類） 

・障がい者福祉制度の仕組みの基礎的理解 

  介護給付・訓練等給付の申請から支給決定まで 

(10) 医療との連携とリ

ハビリテーション 

・医行為と介護、訪問介護、施設における看護と介

護の役割・連携、リハビリテーションの理念 

(11) 介護保険制度およ

びその他の制度 

・介護保険制度創設の背景及び目的、動向 

ケアマネジメント、予防重視型システムへの転

換、地域包括支援センターの設置、地域包括ケア

システムの推進 

・仕組みの基礎的理解 

保険制度としての基本的仕組み、介護給付と種

類、予防給付、要介護認定の手順 
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・制度を支える財源、組織・団体の機能と役割 

  財政負担、指定介護サービス事業者の指定 

・個人の権利を守る制度の概要 

個人情報保護法、成年後見制度、日常生活自立

支援事業 

５ 介護におけるコミュニケーション技術（６時間） 

(12) 介護におけるコミ

ュニケーション 

障がい者や高齢者のコ

ミュニケーション能力

は一人ひとり異なるこ

とと、その違いを認識

してコミュニケーショ

ンを取ることが専門職

に求められていること

を認識し、初任者とし

て最低限の取るべき

（取るべきでない）行

動例を理解する。 

・介護におけるコミュニケーションの意義、目的、

役割 

相手のコミュニケーション能力に対する理解や

配慮、傾聴、共感の応答 

・コミュニケーションの技法、道具を用いた言語的

コミュニケーション 

言語的コミュニケーションの特徴、非言語的コ

ミュニケーションの特徴 

・利用者、家族とのコミュニケーションの実際 

利用者の思いを把握する、意欲低下の要因を考

える、利用者の感情に共感する、家族の心理的理

解、家族へのいたわりと励まし、信頼関係の形成、

自分の価値観で家族の意向を判断し非難すること

がないようにする、アセスメントの手法とニーズ

とデマンドの違い 

・利用者の状況・状態に応じたコミュニケーション

技術の実際 

視力、聴力の障がいに応じたコミュニケーショ

ン技術、失語症に応じたコミュニケーション技術、

構音障がいに応じたコミュニケーション技術、認

知症に応じたコミュニケーション技術 

(13) 介護におけるチー

ムのコミュニケーシ

ョン 

・記録における情報の共有化 

介護における記録の意義・目的、利用者の状態

を踏まえた観察と記録、介護に関する記録の種類、

個別援助計画書（訪問・通所・入所、福祉用具貸

与等）、ヒヤリハット報告書、５Ｗ１Ｈ 

・報告 

  報告の留意点、連絡の留意点、相談の留意点 

・コミュニケーションを促す環境 

会議、情報共有の場、役割の認識の場（利用者

と頻回に接触する介護者に求められる観察眼）、

ケアカンファレンスの重要性 

６ 障がいの理解（６時間） 

(14) 障がいの基礎的理

解 

障がいの概念とＩＣ

Ｆ、障がい者福祉の基

本的な考え方について

理解し、介護における

基本的な考え方につい

て理解する。 

・障がいの概念とＩＣＦ・家事援助の方法 

  ＩＣＦの分類と医学的分類、ＩＣＦの考え方 

・障がい者福祉の基本理念 

  ノーマライゼーションの概念 

(15) 障がいの医学的側

面、生活障がい、心

理・行動の特徴、かか

わり支援等の基礎的

・身体障がい 

視覚障がい、聴覚・平衡障がい、音声・言語・

そしゃく障がい、肢体不自由、内部障がい 

・知的障がい 



14 

知識 知的障がい 

・精神障がい（高次脳機能障がい・発達障がいを含

む） 

統合失調症・気分（感情障がい）・依存症など

の精神疾患、高次脳機能障がい、広汎性発達障が

い・学習障がい・注意欠陥多動性障がいなどの機

能障がい 

・その他の心身の機能障がい 

(16) 家族の心理、かか

わり支援の理解 

 ・家族への支援 

障がいの理解・障がいの受容支援、介護負担の

軽減 

７ 認知症・行動障がいの理解（６時間） 

認
知
症
の
理
解

（３
時
間
） 

(17) 認知症を取

り巻く環境 

介護において認知症を

理解することの必要性

に気づき、認知症の利

用者を介護する時の判

断の基準となる原則を

理解する。 

・認知症ケアの理念 

パーソンセンタードケア、認知症ケアの視点（で

きることに着目する） 

(18) 医学的側面

から見た認知

症の基礎と健

康管理 

・認知症の概念、認知症の原因疾患とその病態、原

因疾患別ケアのポイント、健康管理 

認知症の定義、もの忘れとの違い、せん妄の症

状、健康管理（脱水・便秘・低栄養・低運動の防

止、口腔ケア）、治療、薬物療法、認知症に使用

される薬 

(19) 認知症に伴

うこころとか

らだの変化と

日常生活 

・認知症の人の生活障がい、心理・行動の特徴 

認知症の中核症状、認知症の行動・心理症状（Ｂ

ＰＳＤ）、不適切なケア、生活環境で改善 

・認知症の利用者への対応 

本人の気持ちを推察する、プライドを傷つけな

い、相手の世界に合わせる、失敗しないような状

況をつくる、すべての援助行為がコミュニケーシ

ョンであると考えること、身体を通したコミュニ

ケーション、相手の様子・表情・視線・姿勢など

から気持ちを洞察する、認知症の進行に合わせた

ケア 

(20) 家族への支

援 

・認知症の受容過程での援助、介護負担の軽減（レ

スパイトケア） 

行
動
障
が
い
の
理
解

（３
時
間
） 

(21) 行動障がい 介護において行動障が

いを理解することの必

要性に気づき、行動障

がいの利用者を介護す

る時の判断の基準とな

る原則を理解する。 

・行動障がいとはどのような状態をいうか 

(22) 自閉症の理

解・自閉症の障

がい特性 

・自閉症の理解 

行動障がいを起こしやすい自閉症とはどのよう

な障がいか 

・自閉症の障がい特性 

コミュニケーションや感性の特性、転動性、時

間・空間の整理統合、変更への対応や記憶の維持

の困難さ 

(23) 行動障がい

が起きる背景

の理解 

・支援者の不適切な対応が行動障がいを誘発してい

ることを知る 
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(24) 行動障がい

を起こさない

ようにするた

めの支援 

・行動障がいを誘発せず、本人が安心して自信を持

って生活できるための支援 

８ 老化の理解（３時間） 

(25) 老化に伴うこころ

とからだの変化と日

常 

加齢・老化に伴う心身

の変化や疾病につい

て、生理的な側面から

理解することの重要性

に気づき、自らが継続

的に学習すべき事項を

理解する。 

・老年期の発達と老化に伴う心身の変化の特徴 

  防衛反応（反射）の変化、喪失体験 

・老化に伴う心身の機能の変化と日常生活への影響 

身体的機能の変化と日常生活への影響、そしゃ

く機能の低下、筋・骨・関節の変化、体温維持機

能の変化、精神的機能の変化と日常生活への影響 

(26) 高齢者と健康  ・高齢者の疾病と生活上の留意点 

  骨折、筋力の低下と動き・姿勢の変化、関節痛 

・高齢者に多い病気とその日常生活上の留意点 

循環器障がい（脳梗塞、脳出血、虚血性心疾患）、

循環器障がいの危険因子と対策、老年期うつ病症

状（強い不安感、焦燥感を背景に「訴え」の多さ

が全面にでる、うつ病性仮性認知症）、誤嚥性肺

炎、病状の小さな変化に気づく視点、高齢者は感

染症にかかりやすい 

９ こころと体のしくみと生活支援技術（７５時間） 

※介護に必要な基礎的知識の理解の確認と、生活支援技術の習得状況の確認を含む。 

 基本知識の学習の後に、生活支援技術等の学習を行い、最後に事例に基づく総合的な演習を行う。 

概ね次のような展開が考えられる。 

(27) 基本知識の学習 

（１０～１３時間程度） 

・介護技術の根拠とな

る人体の構造や機能に

関する知識を習得し、

安全な介護サービスの

提供方法等を理解し、

基礎的な一部または全

介助等の介護が実施で

きる。 

・尊厳を保持し、その

人の自立及び自律を尊

重し、持てる力を発揮

してもらいながらその

人の在宅・地域等での

生活を支える介護技術

や知識を習得する。 

１ 介護の基本的な考え方 

理論に基づく介護（ＩＣＦの視点に基づく生活

支援、我流介護の排除）法的根拠に基づく介護 

２ 介護に関するこころのしくみの基礎的理解 

学習と記憶の基礎知識、感情と意欲の基礎知識、

自己概念と生きがい、老化や障がいを受け入れる

適応行動とその阻害要因、こころの持ち方が行動

に与える影響、からだの状態がこころに与える影

響 

３ 介護に関するからだのしくみの基礎的理解 

人体の各部の名称と動きに関する基礎知識、

骨・関節・筋に関する基礎知識、ボディメカニク

スの活用、中枢神経系と体性神経に関する基礎知

識、自立神経と内部器官に関する基礎知識、ここ

ろとからだを一体的に捉える、利用者の様子の普

段との違いに気づく視点 

(28) 生活支援技術の講

義・演習 

（５０～５５時間程度） 

 

※総時間の概ね５～６

割を技術演習にあてる

４ 生活と家事 

家事と生活の理解、家事援助に関する基礎的知

識と生活支援 

（生活歴、自立支援、予防的な対応、主体性・

能動性を引き出す、多様な生活習慣、価値観） 

５ 快適な居住環境整備と介護 
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こととし、その他の時間

は、個々の技術に関連し

たこころとからだのし

くみ等の根拠の学習及

び技術についての講義

等に充てること。 

快適な居住環境に関する基礎知識、高齢者・障

がい者特有の居住環境整備と福祉用具に関する留

意点と支援方法 

（家庭内に多い事故、バリアフリー、住宅改修、

福祉用具貸与） 

６ 整容に関連したこころとからだのしくみと自立

に向けた介護 

整容に関する基礎知識、整容の支援技術 

（身体状況に合わせた衣服の選択、着脱、身じ

たく、整容行動、洗面の意義・効果） 

７ 移動・移乗に関連したこころとからだのしくみ

と自立に向けた介護 

移動・移乗に関する基礎知識、さまざまな移動・

移乗に関する用具とその活用方法、利用者・介助

者にとって負担の少ない移動・移乗を阻害するこ

ころとからだの要因の理解と支援方法、移動と社

会参加の留意点と支援 

（利用者と介護者の双方が安全で安楽な方法、

利用者の自然な動きの活用、残存能力の活用・

自立支援、重心・重力の働きの理解、ボディメ

カニクスの基本原理、移乗介助の具体的な方法

（車いすへの移乗の具体的な方法、全面介助で

のベッド・車いす間の移乗、全面介助での車い

す・洋式トイレ間の移乗）、移動介助（車いす・

歩行器・つえ等）、褥瘡予防） 

８ 食事に関連したこころとからだのしくみと自立

に向けた介護 

食事に関する基礎知識、食事環境の整備・食事

に関連した用具・食器の活用方法と食事形態とか

らだのしくみ、楽しい食事を阻害するこころとか

らだの要因の理解と支援方法、食事と社会参加の

留意点と支援 

（食事をする意味、食事のケアに対する介護者

の意識、低栄養の弊害、脱水の弊害、食事と姿

勢、そしゃく・嚥下のメカニズム、空腹感、満

腹感、好み、食事の環境整備（時間・場所等）、

食事に関した福祉用具の活用と介助方法、口腔

ケアの定義、誤嚥性肺炎の予防） 

９ 入浴、清潔保持に関連したこころとからだのし

くみと自立に向けた介護 

入浴、清潔保持に関連した基礎知識、さまざま

な入浴用具と整容用具の活用方法、楽しい入浴を

阻害するこころとからだの要因の理解と支援方法 

（羞恥心や遠慮への配慮、体調の確認、全身清

拭（身体状況の確認、室内環境の調整、使用物

品の準備と使用方法、全身の拭き方、身体の支

え方）、目・鼻腔・耳・爪の清潔方法、陰部清

浄（臥床状態での方法）、足浴・手浴・洗髪） 
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10 排せつに関連したこころとからだのしくみと自

立に向けた介護 

排せつに関する基礎知識、さまざまな排せつ環

境整備と排せつ用具の活用方法、爽快な排せつを

阻害するこころとからだの要因の理解と支援方法 

（排せつとは、身体面（生理面）での意味、心

理面での意味、社会的な意味、プライド・羞恥

心、プライバシーの確保、おむつは最後の手段

／おむつ使用の弊害、排せつ障がいが日常生活

上に及ぼす影響、排せつケアを受けることで生

じる心理的な負担・尊厳や生きる意欲との関連、

一部介助を要する利用者のトイレ介助の具体的

方法、便秘の予防（水分の摂取量保持、食事内

容の工夫／繊維質の食物を多く取り入れる、腹

部マッサージ）） 

11 睡眠に関連したこころとからだのしくみと自立

に向けた介護 

睡眠に関する基礎知識、さまざまな睡眠環境と

用具の活用方法、快い睡眠を阻害するこころとか

らだの要因の理解と支援方法 

（安眠のための介護の工夫、環境の整備（温度

や湿度、光、音、よく眠るための寝室）安楽な

姿勢・褥瘡予防） 

12 死にゆく人に関連したこころとからだのしくみ

と終末期介護 

終末期に関する基礎知識とこころとからだのし

くみ、生から死への過程、「死」に向き合うここ

ろの理解、苦痛の少ない死への支援 

（終末期ケアとは、高齢者の死に至る過程（高

齢者の自然死（老衰）、癌死）、臨終が近づい

たときの兆候と介護、介護従事者の基本的態度、

多職種間の情報共有の必要性） 

(29) 生活支援技術演習 

（１０～１２時間程度） 

 13 介護過程の基礎的理解 

介護過程の目的、意義・展開、介護過程とチー

ムアプローチ 

14 総合生活支援技術演習 

（事例による展開） 

生活の各場面での介護について、ある状態像の

利用者を想定し、一連の生活支援を提供する流れ

の理解と技術の習得、利用者の心身の状況にあわ

せた介護を提供する視点の習得を目指す。 

・事例の提示→こころとからだの力が発揮でき

ない要因の分析→適切な支援技術の検討→支援

技術演習→支援技術の課題（１事例１．５時間

程度で上のサイクルを実施する） 

・事例は高齢（要支援２程度、認知症、片麻痺、

座位保持不可）から２事例を選択して実施 



18 

※１ 本科目の６～１１の内容においても、「14 総合生活支援技術演習」で選択する高齢の２事例と同

じ事例を共通して用い、その支援技術を適用する考え方の理解と技術の習得を促すことが望ましい。 

※２ 本科目の６～１１の内容における各技術の演習及び「14 総合生活支援技術演習」においては、一

連の演習を通して受講者の技術度合いの評価（介護技術を適用する各手順のチェックリスト形式によ

る確認等）を行うことが望ましい。 

１０ 振り返り（４時間） ※必要に応じて、施設の見学等の実習を活用すること。 

(30) 振り返り 研修全体を振り返り、

本研修を通じて学んだ

ことについて再確認を

行うとともに、就業後

も継続して学習・研鑽

する姿勢の形成、学習

課題の認識をはかる。 

・研修を通して学んだこと 

・今後継続して学ぶべきこと 

・根拠に基づく介護についての要点（利用者の状態

像に応じた介護と介護過程、身体・心理・社会面を

総合的に理解するための知識の重要性、チームアプ

ローチの重要性等） 

(31) 就業への備えと研

修修了後における継

続的な研修 

・継続的に学ぶべきこと 

・研修修了後における継続的な研修について、具体

的にイメージができるような事業所等における実例

（ＯＦＦ―ＪＴ、ＯＪＴ）を紹介 
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障害者居宅介護従業者基礎研修課程カリキュラム 

教科名 目的 内容 

Ⅰ 講義 ２５時間 

１ 福祉サービスを提供する際の基本的な考え方に関する講義（３時間） 

(1) サービス提供の基

本視点 

（３時間） 

福祉サービスを提供す

るに当たっての基本視

点を形成する。 

・ＱＯＬ等、主要な福祉理念 

・豊かな人間観 

生活者としての援助対策の把握、生涯発達の視

点、自己実現の視点等 

・他社理解と共感 

・自立支援 

経済・身体的自立と精神的自立、役割意識とプ

ライド、能動性・主体性 

・利用者の自己決定 

２ 障がい者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義（４時

間） 

(2) 障がい者（児）福祉

の制度とサービス 

（２時間） 

障がい者（児）の福祉

の制度とサービスの種

類、内容、役割を理解

する。 

・障がい者（児）福祉の背景と動向 

・障がい者（児）福祉の制度とサービスの種類、内

容とその役割 

・障がい者（児）福祉に関する制度、施策 

(3) 老人福祉の制度と

サービス 

（２時間） 

介護保険制度を中心と

した老人保健福祉の制

度とサービスについて

理解する。 

・老人保健福祉の背景と動向 

・介護保険制度の概要とサービスの理解 

・その他の老人保健福祉の制度とサービスの理解 

・医療・年金・生活保護制度・住宅施策等その他老

人保健福祉に関連する制度、施策 

３ 居宅介護に関する講義（３時間） 

(4) 居宅介護概論 

（３時間） 

・居宅介護の役割と業

務を理解する。 

・居宅介護に従事する

際の職業倫理について

理解する。 

・サービス提供におけ

る利用者の人権の尊重

について理解する。 

（職業倫理、人権の尊

重について重点的項目

として取り上げる。） 

・居宅介護の社会的役割 

・居宅介護の制度と業務内容 

障害者総合支援法における運営基準等の理解 

介護保険制度における運営基準等の理解 

・指定（一般・特定・障害児）相談支援事業者（以

下「指定相談支援事業者」という。）等関係機関と

の連携 

障害福祉サービスにおける居宅介護支援との連

携 

・近隣・ボランティア等との連携 

・関連職種の基礎知識 

・居宅介護業務においてとるべき基本的態度 

・福祉業務従事者としての倫理 

・サービス提供における利用者の人権の尊重、プラ

イバシーの保護等（事例を用いて理解を深めること

が望ましい） 

４ 障がい者及び老人の疾病、障がい等に関する講義（３時間） 

(5) サービス利用者の

理解 

（３時間） 

・障がい者（児）、高

齢者の心身の特徴と生

活像を把握し、援助の

基本的な方向性を理解

・障がい者（児）、高齢者の心身と生活像の理解 

・障がい者（児）、高齢者への援助 

・障がい者（児）、高齢者の家族の理解と援助 

・障がい者の疾病及び障がい等に関する理解 

ノ
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する。 

・障がい者（児）、高

齢者の家族に対する理

解を深める。 

５ 基礎的な介護技術に関する講義（３時間） 

(6) 介護概論 

（３時間） 

・介護の目的と機能を

理解し、介護の基本原

則を把握する。 

・在宅介護の特徴とす

すめ方を把握する。 

 

 

・介護の目的、機能と基本原則 

・介護ニーズと基本的対応 

・在宅介護の特徴とすすめ方 

・介護におけるリハビリテーションの視点 

・福祉用具の基礎知識と活用 

・ターミナルケアの考え方 

・介護者の健康管理 

・基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義 

６ 家事援助の方法に関する講義（４時間） 

(7) 家事援助の方法 

（４時間） 

・障がい者（児）、高

齢者への家事援助の目

的と機能を理解し、そ

の方法を学習する。 

・障がい者（児）、高

齢者への家事援助に必

要な栄養、調理、被服、

住宅管理等の知識を学

習する。 

 

 

・家事援助の目的、機能と基本原則 

・家事援助の方法 

・家事援助における自立支援 

・障がい者（児）、高齢者と栄養、食生活のあり方 

・食品の保存・管理 

・ゴミの始末、調理器具、食器等の衛生管理 

・障がい者（児）、高齢者への調理技術（味付け、

きざみ食等） 

・糖尿病、高血圧等に対応する特別食 

・障がい者（児）、高齢者と被服 

・快適な室内環境と安全管理 

７ 医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義（５時間） 

(8) 医療の基礎知識 

（３時間） 

障がい者（児）、高齢

者の在宅生活援助に役

立つ知識を中心に家庭

の医学・在宅看護の基

礎知識を理解する。 

・日常的な疾患の基礎知識と予防・対処方法 

風邪、発熱、腹痛、火傷、骨折、食中毒等 

・感染症の理解と予防 

ＭＲＳＡ、Ｂ型肝炎、疥癬、梅毒等 

・身体の観察 

観察の視点、体温測定、血圧測定等 

・薬の飲ませ方と保管 

・医療関係制度の基礎知識 

・介護保険法における特定疾病の概要 

(9) 心理面への援助方

法（２時間） 

障がい者（児）、高齢

者の在宅生活援助に関

連する心理面への援助

方法を理解する。 

・心理面への援助の必要性と方法 

・レクリエーションの視点と実際 

Ⅱ 演習 １７時間 ※ロールプレイ等については見学のみで修了することがないことを原則とする。 

１ 福祉サービスを提供する際の基本的な態度に関する演習（４時間） 
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(1) 共感的理解と基本

的態度の形成 

（４時間） 

サービスの利用者の立

場に立った理解とサー

ビス提供者としての基

本的態度を形成する。 

ロールプレイ等の方法によりサービス提供場面の

演習を通して、サービス利用者に対する共感的理解

と基本的態度を形成する。 

訪問・退出時の挨拶 

傾聴的態度、信頼関係の形成 

物の処分・移動における言葉かけ 

銀行入金代行業務や買物業務時の注意点（レシ

ートの取得等） 

できないことの拒否の仕方 

助言の仕方 

認知症高齢者等とのコミュニケーション 

視覚・聴覚障がい者とのコミュニケーション 

知的障がい者とのコミュニケーション 

※親密さと無礼の境目（「○○ちゃん」等の幼児語

使用）等にも留意して演習すること 

２ 基礎的な介護技術に関する演習（１０時間〉 

(2) 介護技術入門 

（１０時間） 

食事、排せつ、移動・

移乗、その他在宅介護

を行うに当たっての基

礎的な介護技術を習得

する。 

・食事の介護 

・排せつ・尿失禁の介護 

・体位・姿勢交換の介護（座位保持、褥瘡への対応

を含む） 

・車椅子への移乗、車椅子等での移動の介護 

・身体の清潔（清拭、洗髪、口腔ケア等）の介護 

・緊急時対応法（骨折、火傷、てんかん発作、化学

物質による中毒等） 

※姿勢による食事の喉の通り方を体験するため弁

当等を用いて実際に食事介護する等、可能な限り

実践的な講習とすること。 

３ 事例の検討等に関する演習（３時間） 

(3) 居宅介護の共通理

解 

（３時間） 

居宅介護における援助

方法と実際について共

通の理解を図る。 

現在のサービス提供責任者を囲んで、事例検討や実

践的内容のグループ検討を行う。 

事例検討、記録のつけ方、上司への報告・相談

の行い方等 

Ⅲ 実習 ８時間  ※実習に先立ち、オリエンテーションを実施すること 

１ 生活介護を行う事業所等のサービス提供現場の見学（８時間） 

(1) 生活介護を行う事業

所等サービス提供現場

見学 

（８時間） 

 

・指定生活介護を行う

事業所等サービスの提

供現場の見学を通し

て、その役割・機能を

理解する。 

・居宅介護と他サービ

スとの連携のあり方

等、在宅生活者への総

合的支援のあり方につ

いて学習する。 

・居宅介護同行訪問見学 

（原則として３時間×１回以上実施） 

・指定生活介護見学 

（訪問看護同行訪問見学、指定相談支援事業に係

る職員同行訪問、「在宅介護サービスガイドライ

ン」の内容を満たす民間事業者が実施する在宅サ

ービス同行訪問見学等に代えることができる） 

※実習方法の弾力的運用 

サービス提供現場見学については、見学時間の概

ね半数を超えない範囲内で、ビデオ学習をもって同

行訪問見学に代えることができる。また、介護保険

制度の居宅サービスの同行訪問見学に代えること

もできる。 
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重度訪問介護従業者養成研修基礎課程カリキュラム 

教科名 目 的 内 容 

Ⅰ 講義 ３時間 

１ 重度の肢体不自由者の地域生活等に関する講義（２時間） 

(1) 重度の肢体不自由

者の地域生活等 

（２時間） 

障害者総合支援法及び

重度訪問介護の制度と

サービス、その役割に

ついて理解する。 

・重度訪問介護の社会的役割 

・重度訪問介護の制度と現状 

・重度訪問介護業務の基本 

・重度訪問介護に従事する者の職業倫理について 

・居宅介護においてとるべき基本的態度 

２ 基礎的な介護技術に関する講義（１時間） 

(2) 基礎的な介護技術 

（１時間） 

介護の目的と機能を理

解し、介護の基本原則

を把握する。 

・介護の目的、機能と基本原則 

・介護ニーズと基本的対応 

・在宅介護の特徴と進め方 

Ⅱ 実習 ７時間 

１ 基礎的な介護と重度の肢体不自由者とのコミュニケーションの技術に関する実習（５時間） 

(1) 基礎的な介護技術

と重度の肢体不自由

者とのコミュニケー

ションの技術 

（５時間） 

食事、排せつ、移動・

移乗、その他在宅介護

を行うにあたっての基

礎的な介護技術を習得

し、重度の肢体不自由

者への接し方を習得す

る 

重度訪問介護事業所、居宅介護事業所、生活介護事

業所、障害者支援施設（重度肢体不自由者を対象に

含む施設に限る）における介護実習。 

ただし、次の内容による演習に代えることができる。 

・家事援助の方法 

・食事の介護 

※姿勢による食物の喉の通り方を体験するため弁

当等を用いて実際に食事介護するなど、可能な

限り実践的講習とする。 

・障がい者への調理技術（味付け、きざみ食） 

・排せつ、尿失禁の介護 

・衣服着脱の介護 

・入浴の介護 

・体位・姿勢交換の介護（座位保持、褥瘡への対応

含む） 

・身体の清潔（清拭、洗髪、口腔ケア等）の介護 

２ 外出時の介護技術に関する実習（２時間） 

(2)外出時の介護技術 

（２時間） 

車いすへの移乗に際し

ての抱きかかえ方や移

乗の方法を習得する。 

車いすでの移動を介助

する場合の車いすの取

扱方や平地、階段等で

の移動方法などを習得

する 

重度訪問介護事業所、居宅介護事業所、生活介護事

業所、障害者支援施設（重度肢体不自由者を対象に

含む施設に限る）における介護実習。 

ただし、次の内容による演習に代えることができる。 

・移動介護の際の留意点 

・重度肢体不自由者用車いすの構造と機能 

・装具や自助具等の機能 

・抱きかかえ方及び移乗の方法 

・車いすの移動の介護等 
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重度訪問介護従業者養成研修追加課程カリキュラム 

教科名 目 的 内 容 

Ⅰ 講義 ７時間 

１ 医療的ケアを必要とする重度訪問介護利用者の障がい及び支援に関する講義（４時間） 

(1) 重度肢体不自由者

(児)における障がい

の理解 

（２時間）  

業務において直面する

頻度の高い障がい、疾

病を医学的、実践的視

点で理解するととも

に、介護に必要な状態

像を把握する。 

・肢体不自由者(児)の原因疾患（脳性まひ、脳血管

障がい、頚髄損傷など）及び症状の理解 

・ターミナルケアの考え方 

・介護におけるリハビリテーションの視点 

・関連機関との連携 

(2) 医学の基礎知識 

（１時間） 

重度の肢体不自由者の

在宅支援援助に役立つ

知識を中心に家庭の医

学、在宅看護の基礎知

識を理解する。 

・日常的な疾患の基礎知識と予防・対処方法 

風邪、発熱、腰痛、火傷、骨折、食中毒等 

※バイタルサインの発見方法を含む。 

・感染症の理解と予防 

ＭＲＳＡ、Ｂ型肝炎、疥癬、梅毒等 

・医療関係制度の基礎知識 

(3) 家事援助の方法 

（１時間） 

・障がい者への家事援

助の目的と機能を理

解し、その方法を学習

する。 

・障がい者への家事援

助に必要な栄養、調

理、被服、住宅管理等

の知識を学習する。 

・家事援助の目的、機能と基本原則 

・家事援助の方法 

・障がい者と栄養、食生活のあり方 

・食品の保存、管理 

・ゴミの始末、調理器具、食器等の衛生管理 

・糖尿病、高血圧等に対応する特別食 

・障がい者と被服 

・介護者の健康管理 

２ コミュニケーションの技術に関する講義（２時間） 

(4) コミュニケーショ

ンの技術 

（２時間） 

重度の肢体不自由障が

いについての理解を深

め、重度の肢体不自由

障がいのある人への接

し方を習得する。 

・重度の肢体不自由者への接し方 

・言語障がいの種類と特徴 

・言語障がいのある人への接し方 

・肢体不自由者(児)の社会参加 

３ 緊急時の対応及び危険防止に関する講義（１時間） 

(5)緊急時の対応及び危

険防止 

（１時間） 

緊急時の対応及び危険

防止に関する知識を習

得する。 

・緊急時対応（骨折、やけど、てんかん発作、化学

物質による中毒等） 

・快適な室内環境と安全管理 

Ⅱ 実習 ３時間 ※実習に先立ち、オリエンテーションを実施すること 

１ 重度肢体不自由者の介護サービス提供現場での実習（３時間） 

(1) 重度の肢体不自由

者の介護サービス提

供現場での実習 

（３時間） 

重度の肢体不自由者の

介護を体験する。 

重度訪問介護事業所、居宅介護事業所、生活介護事

業所、障害者支援施設支援での実習（障害程度区分

５又は６である肢体不自由者に対する介護サービス

提供現場（１箇所以上））での実習とすること 
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重度訪問介護従業者養成研修統合課程カリキュラム 

教科名 目 的 内 容 

Ⅰ 講義 １１時間 

１ 重度の肢体不自由者の地域生活等に関する講義（２時間） 

(1) 重度の肢体不自由

者の地域生活等 

（２時間） 

障害者総合支援法及び重

度訪問介護の制度とサー

ビス、その役割について理

解する。 

・障がい者（児）福祉の背景と動向 

・障がい者福祉制度の種類、内容とその役割 

・重度訪問介護の制度とサービス 

・重度訪問介護利用者の障がい・疾病、心理、地

域生活、社会参加についての理解 

・重度訪問介護に従事する者の職業倫理について 

・居宅介護においてとるべき基本的態度 

２ 基礎的な介護技術に関する講義（１時間） 

(2) 基礎的な介護技術 

（１時間） 

介護の目的と機能を理解

し、介護の基本原則を把握

する。 

・介護の目的、機能と基本原則 

・介護ニーズと基本的対応 

・在宅介護の特徴と進め方 

３ コミュニケーションの技術に関する講義（２時間） 

(3) コミュニケーショ

ンの技術 

（２時間） 

重度の肢体不自由障がい

についての理解を深め、重

度の肢体不自由障がいの

ある人への接し方を習得

する。 

・重度の肢体不自由者への接し方 

・言語障がいの種類と特徴 

・言語障がいのある人への接し方 

・肢体不自由者(児)の社会参加 

４ 喀痰吸引を必要とする重度障がい者の障がいと支援に関する講義・緊急時の対応及び危機防止に関す

る講義①（３時間） 

(4) 喀痰吸引の手順と

緊急時の対応等 

（３時間） 

 

・喀痰吸引を必要とする重

度障がい者の障がいや喀

痰吸引の手順を正しく理

解する。 

・緊急時の対応及び危険防

止に関する知識を習得す

る。 

・呼吸について 

・呼吸異常時の症状、緊急的対応 

・人工呼吸器について 

・人工呼吸器に係る緊急時対応 

・喀痰吸引概説 

・口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の吸引 

・喀痰吸引のリスク、中止要件、緊急時対応 

・喀痰吸引の手順、留意点 

５ 経管栄養を必要とする重度障がい者の障がいと支援に関する講義・緊急時の対応及び危機防止に関す

る講義②（３時間） 

(5) 経管栄養の手順と

緊急時の対応等 

（３時間） 

・経管栄養を必要とする重

度障がい者の障がいや経

管栄養の手順を正しく理

解する。 

・緊急時の対応及び危険防

止に関する知識を習得す

る。 

・健康状態の把握 

・食と排せつ（消化）について 

・経管栄養概説 

・胃ろう（腸ろう）と経鼻経管栄養 

・経管栄養のリスク、中止要件、緊急時対応 

・経管栄養の手順、留意点 

Ⅱ 演習 １時間 

１ 喀痰吸引等に関する演習（１時間） 

(1) 喀痰吸引等に関す 喀痰吸引等の手順を習得 ・喀痰吸引（口腔内） 
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る演習 

（１時間） 

する。 ・喀痰吸引（鼻腔内） 

・喀痰吸引（気管カニューレ内部） 

・経管栄養（胃ろう・腸ろう） 

・経管栄養（経鼻） 

Ⅲ 実習 ８．５時間 ※実習に先立ち、オリエンテーションを実施すること 

１ 基礎的な介護と重度の肢体不自由者とのコミュニケーションの技術に関する実習（３時間） 

(1) 基礎的な介護技術

と重度の肢体不自

由者とのコミュニ

ケーションの技術 

（３時間） 

食事、排せつ、移動・移乗、

その他在宅介護を行うに

あたっての基礎的な介護

技術を習得し、重度の肢体

不自由者への接し方を習

得する 

重度訪問介護事業所、居宅介護事業所、生活介護

事業所、障害者支援施設（重度肢体不自由者を対

象に含む施設に限る）における介護実習。 

ただし、次の内容による演習に代えることができ

る。 

・家事援助の方法 

・食事の介護 

※姿勢による食物の喉の通り方を体験するた

め弁当等を用いて実際に食事介護するなど、可

能な限り実践的講習とする。 

・障がい者への調理技術（味付け、きざみ食） 

・排せつ、尿失禁の介護 

・衣服着脱の介護 

・入浴の介護 

・体位・姿勢交換の介護（座位保持、褥瘡への対

応含む） 

・身体の清潔（清拭、洗髪、口腔ケア等）の介護 

２ 外出時の介護技術に関する実習（２時間） 

(2)外出時の介護技術 

（２時間） 

車いすへの移乗に際して

の抱きかかえ方や移乗の

方法を習得する。 

車いすでの移動を介助す

る場合の車いすの取扱い

方や平地、階段等での移動

方法などを習得する 

重度訪問介護事業所、居宅介護事業所、生活介護

事業所、障害者支援施設（重度肢体不自由者を対

象に含む施設に限る）における介護実習。 

ただし、次の内容による演習に代えることができ

る。 

・移動介護の際の留意点 

・重度肢体不自由者用車いすの構造と機能 

・装具や自助具等の機能 

・抱きかかえ方及び移乗の方法 

・車いすの移動の介護等 

３ 重度の肢体不自由者の介護サービス提供現場での実習（３．５時間） 

(3) 重度の肢体不自由

者の介護サービス

提供現場での実習 

（３時間） 

重度の肢体不自由者の介

護を体験する。 

重度訪問介護事業所、居宅介護事業所、生活介護

事業所、障害者支援施設支援での実習（障害程度

区分５又は６である肢体不自由者に対する介護サ

ービス提供現場（１箇所以上））での実習とする

こと。 

※ 基本研修に係る科目及び喀痰吸引等を実施するために必要となるその他研修等については、「喀痰吸引

等研修実施要綱について」（平成２４年３月３０日社援発０３３０第４３号）等に基づいて行うものとす

る。 
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重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程カリキュラム 

教科名 目 的 内 容 

Ⅰ 講義 ６．５時間 

１ 強度行動障害がある者の基本的理解に関する講義（１．５時間） 

(1) 強度行動障害とは 行動障がいの内容及び強

度行動障がいの定義、支援

の歴史的流れや児者及び

家族の生活への理解、危機

管理・緊急時の対応につい

て理解する。また、医療的

アプローチや福祉と医療

の連携について理解する。 

・本研修の対象となる行動障害 

・強度行動障害の定義 

・強度行動障害支援の歴史的な流れ 

・知的障がい／自閉症／精神障がいとは 

・行動障がいと家族の生活の理解 

・危機管理・緊急時の対応 

(2) 強度行動障がいと

医療 

・強度行動障がいと精神科の診断 

・強度行動障がいと医療的アプローチ 

・福祉と医療の連携 

２ 強度行動障害に関する制度及び支援技術の基礎的な知識に関する講義（５時間） 

(3) 強度行動障害と制

度 

強度行動障がいに関する

自立支援給付等の制度、制

度の構造化及び基本的な

枠組み、実践報告について

理解するほか、法を含めた

障がいと虐待の関係性を

理解する。 

・自立支援給付と行動障がい ／ 他 

（例）支援区分と行動関連項目・重度訪問介護

の対象拡大・発達障害者支援体制整備・強

度行動障害支援者養成研修 

(4) 構造化 ・構造化の考え方 

・構造化の基本と手法 

・構造化に基づく支援のアイディア 

(5) 支援の基本的な枠

組みと記録 

・支援の基本的な枠組み 

・支援の基本的なプロセス 

・アセスメント票と支援の手順書の理解 

・記録方法とチームプレイで仕事をする大切さ 

(6) 虐待防止と身体拘

束 

・虐待防止法と身体拘束について 

・強度行動障害と虐待 

(7) 実践報告 ・児童期における支援の実際 

・成人期における支援の実際 

Ⅱ 演習 ５．５時間 

１ 基本的な情報収集と記録等の共有に関する演習（１時間） 

(1) 情報収集とチーム

プレイの基本 

（１時間） 

情報の入手方法やその記

録のまとめ方、共有方法に

ついて理解する。 

・情報の入手とその方法 

・記録とそのまとめ方と情報共有 

・アセスメントとは 

２ 行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解に関する演習（３時間） 

(2) 固有のコミュニケ

ーション 

（３時間） 

様々なコミュニケーショ

ン方法と、その理解と表出

について理解する。 

・様々なコミュニケーション方法 

・コミュニケーションの理解と表出 

・グループ論議／まとめ 

３ 行動障害の背景にある特性の理解に関する演習（１．５時間） 

(3) 行動障害の背景に

あるもの 

（１．５時間） 

感覚・知覚の特異性と障が

い特性、行動障がいを理解

する氷山モデルについて

理解する。 

・感覚・知覚の特異性と障害特性 

・行動障害を理解する氷山モデル 

・グループ論議／まとめ 
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同行援護従業者養成研修一般課程カリキュラム 

教科名 目 的 内 容 

Ⅰ 講義 ８・５時間 

１ 外出保証（１時間） 

(1) 外出保証 

（１時間） 

視覚障がい者（児）の外

出について考えるととも

に、生活を支える視点や

視覚障がい者（児）の外

出保証を担うことを理解

する。 

・外出保証とは 

・外出保証の歴史 

・外出保証の現状 

２ 視覚障がいの理解と疾病①②（１．５時間） 

(2) 視覚障がいの理解と

疾病① 

（１時間） 

業務において直面する頻

度の高い疾病についての

留意点を学び、具体的な

支援について理解する。 

・視覚障がいの理解（視覚障がいの不便さ、必要

な情報） 

(3) 視覚障がいの理解と

疾病② ◆ 

 （０．５時間） 

視覚障がい者（児）の様々

な見え方、見えにくさに

よる不便さについての留 

意点を学び、具体的な支

援について理解する。 

・視覚障がいの疾病と理解（様々な見えかた・見

えにくさ、主な眼疾患の特徴とその見えにくさに

ついての支援のポイント） 

３ 視覚障がい者（児）の心理（１時間） 

(4) 視覚障がい者（児）の

心理 

（１時間） 

視覚障がい者（児）の心

理に対する理解を深め、

心理的援助のあり方につ

いて理解する。 

・全盲の心理 

・ロービジョンの心理 

・視機能低下の心理 

・障がい発生時期の心理 

・外出時の心理 

４ 視覚障がい者（児）福祉の制度とサービス（１．５時間） 

(5) 視覚障がい者（児）福

祉の制度とサービス 

（１．５時間） ◆ 

障がい者（児）福祉の制

度とサービスの変遷を踏

まえ、関係法や制度を理

解する。同行援護従業者

が外出時に活用可能な 

制度、および視覚障がい

者（児）が利用する関係

施設を理解する。 

・障がい者福祉の動向 

・障がい者福祉に関連する法律 

・障害者総合支援法 

・視覚障がいに関する施設等 

・障がい者を対象としたその他の制度 

５ 同行援護の制度（１時間） 

(6) 同行援護の制度 

（１時間） 

同行援護の成り立ちや制

度の仕組み、同行援護以

外の外出制度等について

理解する。 

・同行援護以前の外出支援制度の歴史 

・同行援護制度の概要 

・他の外出支援制度との関係 

・同行援護制度の課題 
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６ 同行援護従事者の実際と職業倫理（２．５時間） 

(7) 同行援護従事者の実

際と職業倫理 

（２．５時間） ◆ 

従業者の役割、派遣の流

れ、具体的な業務内容と

職業倫理を理解する。利

用者の様々な状態に合わ

せた支援方法や外出に必

要な知識を理解する。 

・同行援護従事者の業務内容 

・同行援護従事者の職業倫理 

・同行援護の実際（様々な利用者への対応等） 

Ⅱ 講義・演習 ３．５時間 

１ 情報提供（２時間） 

(1) 情報提供 

（２時間） 

情報提供の方法や内容を

理解し、実際の場面別の

情報提供方法を習得す

る。 

・情報提供とは 

・情報提供の内容 

・場面別情報提供の実際 

・情報提供時の配慮 

・演習（３題程度） 

２ 代筆・代読①②（１．５時間） 

(2) 代筆・代読① 

（１時間） 

代読・代筆の内容を理解

し、実際の場面別の代

読・代筆の方法を習得す

る。 

・代読（業務における代読、代読の範囲・基本的

な方法、留意点） 

・代筆（業務における代筆、代筆の範囲・基本的

な方法、留意点・代筆できないもの） 

・演習（代読１題・代筆１題 

(3) 代筆・代読② 

（０．５時間） ◆ 

代読・代筆の内容を理解

し、実際の場面別の代

読・代筆の方法を習得す

る。 

・代読・代筆の具体的な方法 

代読・代筆においてのプライバシーの保護や、代

読、代筆を行う環境など 

Ⅲ 演習 １６時間 

１ 誘導の基本技術①②（７時間） 

(1) 誘導の基本技術① 

（４時間） 

椅子への誘導・階段など、

誘導に必要な情報提供と

基本技術を習得する。 

・椅子への誘導・階段（スロープ、溝などをまた

ぐ、段差） 

◎当事者の参加に努めること 

(2) 誘導の基本技術② 

（３時間） ◆ 

基本姿勢・歩く・狭いと

ころの通過など、誘導に

必要な情報提供と基本技

術を習得する。 

・基本姿勢・歩く（誘導の考え方、あいさつ、基

本姿勢、やってはいけないこと、歩く、止まる、

曲がる、方向転換） 

・狭いところの通過、ドアの通過 

◎当事者の参加に努めること 

２ 誘導の応用技術（場面別・街歩き）①②（５時間） 

(3) 誘導の応用技術（場面

別・街歩き）① 

（４時間）  

トイレや食事の場面での

具体的な誘導方法を習得

する。また、実際の街歩

きにより、誘導時の留意

点や具体的な誘導技術を

習得する。 

・共通（トイレ、食事） 

・街歩き（歩道、歩車道の区別ない道路、天候、

踏切、グレーチング、混雑地、様々なドア、様々

な階段） 

◎当事者の参加に努めること 
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(4) 誘導の応用技術（場面

別・街歩き）② 

（１時間） ◆ 

病院・薬局、買い物、行

政窓口、金融機関など

様々な場面での具体的な

誘導方法を習得する。 

・場面別（病院・薬局、買い物、行政窓口、金融

機関、会議・研修、余暇活動、冠婚葬祭） 

◎当事者の参加に努めること 

３ 交通機関の応用（４時間） 

(5) 交通機関の応用 

（４時間） 

交通機関の乗降練習等を

通して、移動支援技術を

習得するとともに、乗車

中の留意点を理解する。 

・電車の乗降 

・バスの乗降 

・車の乗降 

・船・飛行機の乗降 

◎実際の交通機関等を利用すること 

※盲ろう者向け通訳・介助員養成研修の修了者については、「◆」が付いている科目の受講を免除すること

とする。 
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同行援護従業者養成研修応用課程カリキュラム 

教科名 目 的 内 容 

Ⅰ 講義 ６時間 

１ サービス提供責任者の業務（１時間） 

(1) サービス提供責任者

の業務 

（１時間） 

事業所やサービス提供責

任者の役割を学び、利用

者のニーズに基づいた質

の高い派遣がサービス提

供責任者の下で行えるよ

うにする。 

・事業所の体制 

・事業所の役割 

・サービス提供責任者の役割 

・サービス提供責任者の業務 

２ 様々な利用者への対応（１時間） 

(2) 様々な利用者への 

対応 

（１時間） 

利用者の多様化について

理解し、重複障害等の特

性を踏まえた外出に必要

な知識を学ぶ。 

・高齢化、障害の重度化・重複化の現状 

・高齢の視覚障害者、重複障害者への支援の留意 

点 

 

３ 個別支援計画と他機関との連携（１時間） 

(3) 個別支援計画と他機

関との連携 

（１時間） 

 

サービス等利用計画に基

づき、サービス提供責任

者が事業所で策定する個

別支援計画や関係機関と

の連携等について理解す

る。 

・個別支援計画の策定 

・関係機関との連携 

４ 業務上のリスクマネジメント（１時間） 

(4) 業務上のリスクマネ

ジメント 

（１時間） 

事業所としてリスクマネ

ジメントを図るため、同

行援護従業者の派遣にあ

たり発生の可能性がある

事故や発生時の管理体制

等について理解する。 

・事業所のリスクマネジメント 

・同行援護従業者のリスクマネジメント 

・事故発生時の管理体制 

５ 従業者研修の実施（１時間） 

(5) 従業者研修の実施 

（１時間） 

事業所内の同行援護従業

者に対する研修の目的や

内容等について理解す

る。 

・従業者研修の目的 

・従業者研修の内容 

・従業者の質の向上のための工夫 

６ 同行援護の実務上の留意点（１時間） 

(6) 同行援護の実務上の

留意点 

（１時間） 

同行援護制度の実務上の

留意点や他の福祉制度と

の関係について学ぶ。 

・同行援護の制度上の留意点 

・同行援護の実務上の留意点 

・介護保険制度との関係 
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行動援護従業者養成研修課程カリキュラム 
教科名 目 的 内 容 

Ⅰ 講義 １０時間 

１ 強度行動障害がある者の基本的理解に関する講義（１．５時間） 

(1) 強度行動障害とは 行動障がいの内容及び強度

行動障がいの定義、支援の

歴史的流れや児者及び家族

の生活への理解、危機管

理・緊急時の対応について

理解する。また、医療的ア

プローチや福祉と医療の連

携について理解する。 

・本研修の対象となる行動障害 

・強度行動障害の定義 

・強度行動障害支援の歴史的な流れ 

・知的障がい／自閉症／精神障がいとは 

・行動障がいと家族の生活の理解 

・危機管理・緊急時の対応 

(2) 強度行動障がいと

医療 

・強度行動障がいと精神科の診断 

・強度行動障がいと医療的アプローチ 

・福祉と医療の連携 

２ 強度行動障害に関する制度及び支援技術の基礎的な知識に関する講義（５時間） 

(3) 強度行動障害と制

度 

強度行動障がいに関する自

立支援給付等の制度、制度

の構造化及び基本的な枠組

み、実践報告について理解

するほか、法を含めた障が

いと虐待の関係性を理解す

る。 

・自立支援給付と行動障がい ／ 他 

（例）支援区分と行動関連項目・重度訪問介護

の対象拡大・発達障害者支援体制整備・強

度行動障害支援者養成研修 

(4) 構造化 ・構造化の考え方 

・構造化の基本と手法 

・構造化に基づく支援のアイディア 

(5) 支援の基本的な枠

組みと記録 

・支援の基本的な枠組み 

・支援の基本的なプロセス 

・アセスメント票と支援の手順書の理解 

・記録方法とチームプレイで仕事をする大切さ 

(6) 虐待防止と身体拘

束 

・虐待防止法と身体拘束について 

・強度行動障害と虐待 

(7) 実践報告 ・児童期における支援の実際 

・成人期における支援の実際 

３ 強度行動障害がある者へのチーム支援に関する講義（３時間） 

(1) 強度行動障がい支

援の原則 

支援の原則やチームによる

支援の重要性、地域での支

援について理解する。 

・チームによる支援の重要性 

・支援の６つの原則 

・地域で強度行動障がいの人を支える 

４ 強度行動障害と生活の組み立てに関する講義（０．５時間） 

(2) 行動障がいのある

人の生活と支援の実

際 

強度行動障がい者と家族の

生活や、生活の様々な場面

における支援の実際につい

て理解する。 

・行動障がいのある人の家族の想い 

・日中活動場面における支援 

・夕方から朝にかけての支援 

・外出場面における支援 

Ⅱ 演習 １４時間 

１ 基本的な情報収集と記録等の共有に関する演習（１時間） 

(1) 情報収集とチーム

プレイの基本 

（１時間） 

情報の入手方法やその記録

のまとめ方、共有方法につ

いて理解する。 

・情報の入手とその方法 

・記録とそのまとめ方と情報共有 

・アセスメントとは 

２ 行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解に関する演習（３時間） 

(2) 固有のコミュニケ

ーション 

様々なコミュニケーション

方法と、その理解と表出に

・様々なコミュニケーション方法 

・コミュニケーションの理解と表出 
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（３時間） ついて理解する。 ・グループ論議／まとめ 

３ 行動障害の背景にある特性の理解に関する演習（１．５時間） 

(3) 行動障害の背景に

あるもの 

（１．５時間） 

感覚・知覚の特異性と障が

い特性、行動障がいを理解

する氷山モデルについて理

解する。 

・感覚・知覚の特異性と障害特性 

・行動障害を理解する氷山モデル 

・グループ論議／まとめ 

４ 障がい特性の理解とアセスメントに関する演習（３時間） 

(1) 障がい特性とアセ

スメント 

（３時間） 

障がい特性やそれに基づく

行動の意味、アセスメント

について理解する。 

・情報の入手とその方法 

・記録とそのまとめ方と情報共有 

・アセスメントとは 

５ 環境調整による強度行動障がいの支援に関する演習（３時間） 

(2) 構造化の考え方と

方法 

（３時間） 

構造化の考え方と方法につ

いて理解する。 

・様々なコミュニケーション方法 

・コミュニケーションの理解と表出 

・グループ論議／まとめ 

６ 記録に基づく支援の評価に関する演習（１．５時間） 

(3) 記録の収集と分析

（１．５時間） 

行動の記録の方法や、その

整理と分析、再アセスメン

トと手順書の修正について

について理解する。 

・行動の記録の方法 

・記録の整理と分析 

・再アセスメントと手順書の修正 

７ 危機対応と虐待防止に関する演習（１時間） 

(4) 危機対応と虐待防

止（１時間） 

危機対応の方法及び虐待防

止、身体拘束について理解

する。 

・危機対応の方法 

・虐待防止と身体拘束 
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視覚障がい者移動介護従業者養成研修課程カリキュラム 
教科名 目的 内容 

Ⅰ 講義 １１時間 

１ 障がい者福祉に係る制度及びサービスに関する講義（３時間） 

(1) 障がい者(児)福祉

の制度とサービス 

（２時間） 

障がい者(児)福祉の制

度とサービスの種類、

内容、役割を理解する。 

・障がい者福祉の背景と動向 

・障がい者福祉の制度とサービス 

(2) 移動介護従業者の

業務 

（１時間） 

移動介護の業務を理解

する。 

・移動介護従業者の業務 

２ 身体障がい者居宅介護等に関する講義（３時間） 

(3) 居宅介護概論 

（２時間） 

居宅介護の役割と業務

を理解する。 

・居宅介護の社会的役割 

・居宅介護の制度と現状 

・居宅介護業務の基本 

・関連機関との連携 

(4) 居宅介護従業者の

職業倫理 

（１時間） 

居宅介護に従事する際

の職業倫理について理

解する。 

・福祉業務従事者としての倫理 

・居宅介護においてとるべき基本的態度 

３ 視覚障がい者の疾病、障がい等に関する講義（２時間） 

(5) 疾病、障がいの理解 

（２時間） 

業務において直面する

頻度の高い疾病、障が

いを医学的、実践的視

点で理解するととも

に、援助の基本的な方

向性を把握する。 

・視覚障がい者数 

・視覚障がいについての理解 

・視覚障がいの原因疾病、症状、治療 

・見えの構造 

・移動介護の際の留意点 

４ 基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義（２時間） 

(6) 移動介護の基礎知

識 

（２時間） 

移動介護の目的と機能

を理解し、基本原則を

把握する。 

・視覚障がい者への接し方 

・視覚障がい者の社会参加 

・視覚障がい者の行動技術 

・言葉による情報提供の基本 

・移動介護の留意点 

・歩行に関係ある補装具、用具の知識 

５ 障がい者の心理に関する講義（１時間） 

(7) 障がい者(児)の心

理 

（１時間） 

障がい者(児)の心理に

対する理解を深め、心

理的援助のあり方につ

いて把握する。 

・先天性障がいと中途障がい 

・障がい者の心理と人間関係 

Ⅱ 演習 ９時間 

１ 移動の介護に係る技術に関する演習（９時間） 

(8) 移動介護の基本技

術 

（２時間） 

疑似体験をしつつ、基

本的な移動介護の技術

を習 

得する。 

・基本姿勢 

・危険な移動介護 

・基本姿勢の変形 

・狭い場所の通り抜け 

・方向転換（１） 
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  ・方向転換（２） 

・サイド（左右）の位置交代 

・押しドアの通行 

・引きドアの通行 

・引き戸の通行 

・背あてのある椅子への着席 

・背あてのない椅子への着席 

・移動介護中一時的に移動介護従業者と視覚障がい

者が離れる場合 

(2) 屋内の移動介護 

（２時間） 

疑似体験をしつつ、屋

内ででの移動介護方法

を習得する。 

・階段を上る方法 

・階段を下る方法 

・手すりを使って視覚障がい者が自分で階段を下り

る方法 

・白板を持っている場合の基本姿勢 

・白杖を持っている場合に階段を上る方法 

・白杖を持っている場合に階段を下る方法 

・トイレの利用 

・テーブルオリエンテーション 

(3) 屋外の移動介護 

（４時間） 

疑似体験をしつつ、屋

外での移動介護方法を

習得する。 

・屋外歩行の心がけ 

・エスカレーターを上る方法 

・エスカレーターを下る方法 

・自動車に乗り込む方法 

・自動車から降りる方法 

・駅の改札 

・電車に乗る方法 

・電車から降りる方法 

・バスに乗る方法 

・バスから降りる方法 

(4) 応用技能 

（１時間） 

複数の視覚障がい者を

ガイドする場合などの

応用技能を習得すると

ともに、移動介護従業

者としての全体像を把

握する。 

・らせん階段や不規則な階段の昇降 

・雨の日のガイド 

・混雑した場所での移動介護 
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全身性障がい者移動介護従業者養成研修課程カリキュラム 

教科名 目的 内容 

１ 講義 １２時間 

１ 障がい者福祉に係る制度及びサービスに関する講義（３時間） 

(1) 障がい者(児)福祉

の制度とサービス 

（２時間） 

障がい者(児)福祉の制

度とサービスの種類、

内容役割を理解する。 

・障がい者福祉の背景と動向 

・障がい者福祉の制度とサービス 

(2) 移動介護従業者の

業務 

（１時間） 

移動介護の業務を理解

する。 

・移動介護従業者の業務 

２ 身体障がい者居宅介護等に関する講義（３時間） 

(3) 居宅介護概論 

（２時間） 

居宅介護の役割と業務

を理解する。 

・居宅介護の社会的役割 

・居宅介護の制度と現状 

・居宅介護業務の基本 

・関連機関との連携 

(4) 居宅介護従事者の

職業倫理 

（１時間） 

居宅介護に従事する際

の職業倫理について理

解する。 

・福祉業務従事者としての倫理 

・居宅介護においてとるべき基本的態度 

３ 全身性障がい者の疾病、障がい等に関する講義（２時間） 

(5) 重度肢体不自由者

(児)における障がい

の理解 

（１時間） 

業務において直面する

頻度の高い障がい・疾

病を医学的、実践的視

点で理解するととも

に、介護に必要な状態

像を把握する。 

・肢体不自由者(児)の原因疾患（脳性まひ、脳血管

障がい、頚髄損傷など〉及び症状の理解 

・肢体不自由者(児)の社会参加 

・移動介護の際の留意点 

(6) 介護に係わる車い

す及び装具等の理解 

（１時間） 

移動介護に必要な車い

すや装具等について知

識を深め、それらの機

能を把握する。 

・車いすの構造と機能 

・電動車いすの構造と機能 

・重度肢体不自由者用車いすの構造と機能 

・装具や自助具等の機能 

４ 基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義（３時間） 

(7) 姿勢保持について 

（１時間） 

良好な姿勢保持の必要

性を理解するととも

に、その方法を習得す

る。 

・良好な姿勢の必要性 

・良好な姿勢保持の方法 

・姿勢保持の留意点 

(8) コミュニケーショ

ンについて 

（１時間） 

言語障がいについての

理解を深め、言語障が

いのある人への接し方

を習得する。 

・言語障がいの種類と特徴 

・言語障がいのある人への接し方 

(9) 事故防止に関する

心がけと対策 

（１時間） 

事故防止のための方法

や事故が起きた時の対

応方法を習得する。 

・事故防止のための移動の留意点 

・事故時の対応 

・安全な食事介護 

・介護者自身のからだの保護 
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５ 障がい者の心理に関する講義（１時間） 

(10) 障がい者(児)の心 

理 

（１時間） 

障がい者(児)の心理に

対する理解を深め、心

理的援助のあり方につ

いて把握する。 

・障がい者の心理と人間関係 

・肢体不自由者の心理的特徴 

Ⅱ 演習 ４時間 

１ 車いすでの移動の介護に係る技術に関する演習（４時間） 

(1) 抱きかかえ方及び

移乗の方法 

（１時間） 

車いすへの移乗に際し

ての抱きかかえ方や移

乗の方法を習得する。 

・床と車いす問の移乗 

・ベッドと車いす間の移乗 

・２人の介護者で行う場合 

(2) 車いすの移動介護 

（２時間） 

車いすでの移動を介護

する場合の車いすの取

り扱い方や平地、階段

での移動方法などを習

得する。 

・車いすの取り扱い方 

・車いす移動介護における注意（雨の日） 

・平地での移動 

・階段における移動 

・エレベーター、エスカレーターの利用 

・乗り物を利用する場合の注意 

・歩行移動介護方法の留意点 

(3) 生活行為の介護 

（１時間） 

外出時に排せつ、食事、

衣服の着脱を行う際に

安全な介護方法を習得

する。 

・食事の介護方法 

・衣服着脱の介護方法 

・排せつの介護方法 
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知的障がい者移動介護従業者養成研修課程カリキュラム 

教科名 目的 内容 

１ 講義 １３時間 

１ 障がい者福祉に係る制度及びサービスに関する講義（３時間） 

(1) 障がい者(児)福祉

の制度とサービス 

（２時間） 

障がい者(児)福祉の制

度とサービスの種類、

内容、役割を理解する。 

・障がい者福祉の背景と動向 

・障がい者福祉の制度とサービス 

(2) 移動介護従業者の

業務 

（１時間） 

移動介護の業務を理解

する。 

・移動介護従業者の業務 

２ 知的障がい者居宅介護等に関する講義（３時間） 

(3) 居宅介護概論 

（２時間） 

居宅介護の役割と業務

を理解する。 

・居宅介護の社会的役割 

・居宅介護の制度と現状 

・居宅介護業務の基本 

・関連機関との連携 

(4) 居宅介護従業者の

職業倫理 

（１時間） 

居宅介護に従事する際

の職業倫理について理

解する。 

・福祉業務従事者としての倫理 

・居宅介護においてとるべき基本的態度 

３ 知的障がい者の疾病、障がい等に関する講義（４時間） 

(5) 疾病、障がいの理解 

（４時間） 

業務において直面する

頻度の高い疾病、障が

いを医学的、実践的視

点で理解するととも

に、援助の基本的な方

向性を把握する。 

・知的障がい者数 

・知的障がい、自閉症、ダウン症、てんかんについ

ての理解 

・行動障がいについての理解 

・疾病の理解 

・心機能障がい、高血圧、糖尿病等 

・移動介護の際の留意点 

４ 基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義（２時間） 

(6) 移動介護の基礎知

識 

（２時間） 

移動介護の目的と機能

を理解し、基本原則を

把握する。 

・知的障がい者への接し方 

・知的障がい者の社会参加 

・知的障がい者の行動技術 

・本人の意思確認 

・移動介護の留意点 

５ 障がい者の心理に関する講義（１時間） 

(7) 障がい者(児)の心

理 

（１時間） 

障がい者(児)の心理に

対する理解を深め、心

理的援助のあり方につ

いて把握する。 

・障がい者の心理と人間関係 

・知的障がい者の心理的特徴 

Ⅲ 演習 ６時間 

１ 移動の介護に係る技術に関する講義（６時間） 

(1) 移動の介護に係る

技術 

（６時間） 

知的障がい者の行動の

特性を理解しつつ、基

本的な移動介護の技術

を習得する。 

・知的瞳がい者の移動介護の基本 

・行動障がいへの対応、本人の意思確認等 

※疑似体験についても考慮すること。 
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強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）カリキュラム 

教科名 目 的 内 容 

Ⅰ 講義 ６．５時間 

１ 強度行動障害がある者の基本的理解に関する講義（１．５時間） 

(1) 強度行動障害の

理解 

・強度行動障害とその状態

について、児童期の予防の

重要性・軽減方法、強度行

動障害と社会参加、障害特

性等について理解する。 

・支援の基本的考え方 

・強度行動障害の状態 

・行動障害が起きる理由 

・障害特性の理解 

 

２ 強度行動障害に関する制度及び支援技術の基礎的な知識に関する講義（５時間） 

(2) 研修の意義 ・強度行動障害支援者養成

研修の位置付け、障害者虐

待防止法の概要と現在、通

報義務や身体拘束の取扱

いについて理解する。 

・強度行動障害を予防する

ための支援の在り方や補

調、補強について理解す

る。 

・チーム支援の重要性、サ

ービス等利用計画等の連

携、記録の重要性について

理解する。 

 

・行動障害と虐待防止 

・家族の気持ち／実践報告 

(3) 支援のアイデア ・障害特性に基づいた支援 

 

(4) チームプレイの

基本 

・チームプレイの必要性 

(5) 実践報告 ・児童期及び成人期における支援の実際 

 

Ⅱ 演習 ５．５時間 

１ 基本的な情報収集と記録等の共有に関する演習（１時間） 

(1) 基本的な情報収

集（１時間） 

・行動をきちんと観察する

ことの重要性（本人の障害

特性や困り事、支援の方向

性等）を理解する。 

・行動を見る視点 

 

２ 行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解に関する演習（３時間） 

(2) チームプレイの

基本 

・統一された支援提供の重

要性、支援記録の保存、職

場内連携等について理解

する。 

・支援手順書に基づく支援の体験 

(3) 強度行動障害の

理解 

・伝えられないもどかしさ

や意味の分からない苦痛、

見通しの持てない不安や

恐怖、感覚の特異性につい

て理解する。 

・困っていることの体験 

３ 行動障害の背景にある特性の理解に関する演習（１．５時間） 

(4) 特性の分析 ・行動の背景を考え、行動 ・特性の把握と適切な対応 

ノ
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（１．５時間） が起きている理由を整理

する考え方を理解する。 

 

強度行動障害支援者養成研修（実践研修）カリキュラム 

教科名 目 的 内 容 

Ⅰ 講義 ３．５時間 

１ 強度行動障害のある者へのチーム支援（３時間） 

(1) 支援を組み立て

るための基本 

・基礎研修の振り返り 

・支援を組み立てるための

基本的な流れを理解する。 

・強度行動障害の支援に必要な知識 

 

(2) 組織的なアプロ

ーチ 

・管理職・リーダーの役割、

責務について理解する。 

・ケース検討会の有効性と

実施プロセス、支援者ケア

の大切さ等について理解

する。 

・組織的なアプローチの重要性 

 

２ 強度行動障害と生活の組み立て（０．５時間） 

(3) 実践報告 ・チームによる支援の実際

について理解する。 

・チームによる支援の実際 

Ⅱ 演習 ８．５時間 

１ 障害特性の理解とアセスメント（３時間） 

(1)アセスメントの方

法 

 

・障害特性にあわせた支援

手順書を作成するための

根拠となるアセスメント

について理解する。 

・障害特性及び環境や状況

を踏まえたアセスメント

について理解する。 

・具体的なアセスメントの方法 

・障害特性に基づくアセスメント 

２ 環境調整による強度行動障害の支援（３時間） 

(2) 手順書の作成 

・支援者が統一した支援を

実施するために必要な、障

害特性に合わせた支援手

順書の作成方法について

理解する。 

・アセスメントに基づく支援手順書の作成 

３ 記録に基づく支援の評価（１．５時間） 

(3) 記録の分析と支

援手順書の修正 

・PDCAサイクルで支援を改

善していくために必要な、

記録に基づく支援手順書

の修正方法について理解

する。 

・記録の方法 

・記録の分析と支援手順書の修正 

４ 危機対応と虐待防止（１時間） 
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(4) 関係機関との連

携 

・医療機関等、関係機関と

の連携の重要性、連携の方

法等について理解する。 

・関係機関（医療機関等との連携の方法） 
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別紙２（２（２）⑤関係） 

 

山形県居宅介護従業者等養成研修事業免除科目および研修時間 

 

１ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程 

（１） 重度訪問介護従業者養成研修基礎課程修了者が、障害者居宅介護従業者基礎研修課

程を受講する場合 

ア 居宅介護に関する講義（３時間）のうち、重度の肢体不自由

者に関するもの 

 

イ 基礎的な介護技術に関する講義（３時間）のうち、重度の肢

体不自由者に関するもの 

 

 

（２） 重度訪問介護従業者養成研修追加課程修了者が、障害者居宅介護従業者基礎研修課

程を受講する場合 

ア 居宅介護に関する講義（３時間）のうち、重度の肢体不自由

者に関するもの 

 

イ 障がい者及び老人の疾病、障がい等に関する講義（３時間）

のうち、重度の肢体不自由者の疾病及び障がい等に関するもの 

 

ウ 基礎的な介護技術に関する講義（３時間）のうち、重度の肢

体不自由者に関するもの 

 

エ 医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義（５時間）

のうち、重度の肢体不自由者の医療に関するもの 

 

 

（３） 重度訪問介護従業者養成研修統合課程修了者が、障害者居宅介護従業者基礎研修課

程を受講する場合 

ア 居宅介護に関する講義（３時間）のうち、重度の肢体不自由

者に関するもの 

 

イ 障がい者及び老人の疾病、障がい等に関する講義（３時間）

のうち、重度の肢体不自由者の疾病及び障がい等に関するもの 

 

ウ 基礎的な介護技術に関する講義（３時間）のうち、重度の肢

体不自由者に関するもの 

 

エ 医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義（５時間）

のうち、重度の肢体不自由者の医療に関するもの 

 

 

（４） 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者（強度行動障害支援者養成研

修（基礎研修）修了者を含む。）が、障害者居宅介護従業者基礎研修課程を受講する

場合 

ア 障がい者福祉及び老人保健に係る制度及びサービス並びに社

会保障制度に関する講義（４時間）のうち、知的障がい及び精

神障がいに係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する

もの 

 

イ 障がい者及び老人の疾病、障がい等に関する講義（３時間）  
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のうち、知的障がい者及び精神障がい者の疾病及び障がい等に

関するもの 

 

（５） 同行援護従業者養成研修一般課程修了者が、障害者居宅介護従業者基礎研修課程を

受講する場合 

ア 障がい者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並び

に社会保障制度に関する講義（４時間）のうち、視覚障がいに

係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関するもの 

 

イ 障がい者及び老人の疾病、障がい等に関する講義（３時間）

のうち、視覚障がい者の疾病及び障がい等に関するもの 

 

ウ 基礎的な介護技術に関する講義（３時間）のうち、視覚障が

いに関するもの 

 

エ 医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義（５時間）

のうち、視覚障がいに関するもの 

 

 

（６） 行動援護従業者養成研修課程修了者（強度行動障害支援者養成研修（基礎課程及び

実践研修）修了者を含む。）が、障害者居宅介護従業者基礎研修課程を受講する場合 

ア 障がい者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並び

に社会保障制度に関する講義（４時間）のうち、知的障がい者

及び精神障がいに係る制度及びサービス並びに社会保障制度に

関するもの 

 

イ 障がい者及び老人の疾病、障がい等に関する講義（３時間）

のうち、知的障がい者及び精神障がい者の疾病及び障がい等に

関するもの 

 

ウ 基礎的な介護技術に関する講義（３時間）のうち、基礎的な

移動の介護に係る技術に関する講義 

 

 

（７） 旧告示に基づく視覚障害者外出介護従業者養成研修課程修了者又は旧告示による廃

止前の「指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が

定めるもの」（平成１５年３月２４日厚生労働省告示１１０号。以下「１５年告示」

という。）に基づく視覚障害者移動介護従業者養成研修課程修了者が、障害者居宅介

護従業者基礎研修課程を受講する場合 

ア 障がい者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並び

に社会保障制度に関する講義（４時間）のうち、老人保健福祉

に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義を除

いたもの 

 

イ 居宅介護に関する講義 ３時間 

ウ 障がい者及び老人の疾病、障がい等に関する講義（３時間）

のうち、視覚障がい者の疾病及び障がい等に関するもの 

 

エ 基礎的な介護技術に関する講義（３時間）のうち、基礎的な

移動の介護に係る技術に関する講義 
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（８） 旧告示に基づく全身性障害者外出介護従業者養成研修課程修了者又は１５年告示に

基づく全身性障害者移動介護従業者養成研修課程修了者が、障害者居宅介護従業者基

礎研修課程を受講する場合 

ア 障がい者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並び

に社会保障制度に関する講義（４時間）のうち、老人保健福祉

に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義を除

いたもの 

 

イ 居宅介護に関する講義 ３時間 

ウ 障がい者及び老人の疾病、障がい等に関する講義（３時間）

のうち、全身性障がい者の疾病及び障がい等に関するもの 

 

エ 基礎的な介護技術に関する講義（３時間）のうち、基礎的な

移動の介護に係る技術に関する講義 

 

 

（９） 旧告示に基づく知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者又は１５年告示に基

づく知的障害者移動介護従業者養成研修課程修了者が、障害者居宅介護従業者基礎研

修課程を受講する場合 

ア 障がい者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並び

に社会保障制度に関する講義（４時間）のうち、老人保健福祉

に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義を除

いたもの 

 

イ 居宅介護に関する講義 ３時間 

ウ 障がい者及び老人の疾病、障がい等に関する講義（３時間）

のうち、知的障がい者の疾病及び障がい等に関するもの 

 

エ 基礎的な介護技術に関する講義（３時間）のうち、基礎的な

移動の介護に係る技術に関する講義 

 

 

（10） 旧告示及び１５年告示に基づく日常生活支援従業者養成研修課程修了者が、障害者

居宅介護従業者基礎研修課程を受講する場合 

ア 居宅介護に関する講義 ３時間 

イ 障がい者及び老人の疾病、障がい等に関する講義（３時間）

のうち、全身性障がい者の疾病及び障がい等に関するもの 

 

ウ 基礎的な介護技術に関する講義（３時間）のうち、全身性障

がい者の基礎的な介護に係る技術に関する講義 

 

 

２ 視覚障がい者移動介護従業者養成研修課程 

介護福祉士、居宅介護職員初任者研修課程又は障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者

若しくは修了予定者、旧要綱に基づく研修修了者、介護保険法上の訪問介護員又は介護職員

初任者研修課程修了予定者 

（１）障がい者(児)福祉の制度とサービス ２時間 

（２）身体障がい者居宅介護等に関する講義 ３時間 

（３）視覚障がい者の疾病、障がい等に関する講義 ２時間 

（４）障がい者の心理に関する講義 １時間 
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３ 全身性障がい者移動介護従業者養成研修課程 

介護福祉士、居宅介護職員初任者研修課程又は障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了

者若しくは修了予定者、旧要綱に基づく研修修了者、介護保険法上の訪問介護員又は介護

職員初任者研修課程修了予定者 

（１）障がい者(児)福祉の制度とサービス ２時間 

（２）身体障がい者居宅介護等に関する講義 ３時問 

（３）障がい者の心理に関する講義 １時間 
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別紙３（２（３）③関係） 
 

 

講義を通信で行う場合の基準 
 

 

講義を通信で行う場合には、次の方法により、添削指導及び面接指導を適切に実施するも

のとする。 

 

１ 添削指導 

（１） 別紙４の基準と同等の添削責任者を各教科に配置すること。 

（２） 添削責任者と添削者が別の場合には、添削者は添削責任者の十分な指導の下、その

任務にあたること。 

（３） 課題は次によること。 

ア 課題の内容は、各教科の学習内容を理解させるに足るものとすること。 

イ 添削課題は受講者の各科目内容の理解を深めるために資するものとし、科目ごと複

数の課題を設けること。また課題は各課程のカリキュラム内容を網羅し、課題の中に

記述式の課題を含むことが望ましい。なお制度改正等があった場合には適宜改定する

こと。 

ウ あらかじめ合格点を設定し、これに満たない場合は、再度課題を課して、合格点に

達するため指導を徹底すること。 

エ 添削済み答案を送付の際には、模範解答及び解説集を送付すること。 

オ 質問用紙を用意し、受講者の疑問に対し、講師要件に該当する講師によりすみやか

に回答できるようにすること。 

カ 課題の回収後の添削は、速やかに行うこと。また、受講者の理解しやすい添削に務

めること。 

（４）受講者に対し、学習課題に関する質問の受け付け方法、その回答方法を周知すること。 

 

２ 面接指導 

（１） 指導に当たる講師は、別紙４の基準と同等の者を選定すること。 

（２） 開催の時期及び場所は、受講者の集合しやすい時期及び場所を十分考慮して設定す

ること。 

（３） 適当な講義室及び演習室を確保すること。 
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別紙４（２（４）①関係） 
 

講師選定基準 
居宅介護職員初任者研修課程 

教科名 特に求められる能力 講師の要件 

Ⅰ 講義及び演習 １３０時間 

１ 職務の理解（６時間） 

(1) 多様なサービスの理解 ・保健、医療、福祉の制度と

サービスについての具体的な

知識 

・介護職が働く現場や仕事の

内容についての具体的な知識 

※在宅生活者への直接経験が

あることが望ましい。 

①介護福祉士 

②社会福祉士 

③介護支援専門員 

④在宅福祉サービスと連携をとって活動

している看護師、保健師 

⑤その他 

(2) 介護職の仕事内容や働

く現場の理解 

２ 介護における尊厳の保持・自立支援（９時間） 

(3) 人権と尊厳を支える介  

護 

・介護・福祉サービスを提供

するにあたっての基本的な視

点 

・人権の尊重についての知識 

・虐待を受けている障がい者

等への対応方法 

①介護福祉士 

②社会福祉士 

③介護支援専門員 

④在宅福祉サービスと連携をとって活動

している看護師、保健師 

⑤その他 

(4) 自立に向けた介護 

３ 介護の基本（６時間） 

(5) 介護職の役割、専門性

と多職種との連携 

・介護職に求められる専門性

についての知識 

・介護職の職業倫理 

・自らの介護事例 

・医療・看護との連携につい

ての具体的な知識 

①介護福祉士 

②介護支援専門員 

③サービス提供責任者 

④在宅福祉サービスと連携をとって活動

している看護師、保健師 

⑤その他 

(6) 介護職の職業倫理 

(7) 介護における安全の確

保とリスクマネジメント 

(8) 介護職の安全 

４ 介護・福祉サービスの理解と医療との連携（９時間） 

(9) 障がい者福祉制度 

 

・保健、福祉の制度とサービ

スについての知識 

・居宅介護の実務に関する具

体的な知識 

①当該科目を担当する課の行政職員 

②介護福祉士 

③社会福祉士 

④介護支援専門員 

⑤在宅福祉サービスと連携をとって活動

している看護師、保健師 

⑥その他 

(11) 介護保険制度および

その他の制度 

(10) 医療との連携とリハ

ビリテーション 

①理学療法士 

②作業療法士 

③リハビリテーションを専門とする医師 

④その他 

５ 介護におけるコミュニケーション技術（６時間） 

(12) 介護におけるコミュ

ニケーション 

・障がい者や高齢者とのコミ

ュニケーションの方法に関す

る知識 

・チームケアにおける専門職

間でのコミュニケーションに

関する知識 

①介護福祉士 

②介護支援専門員 

③サービス提供責任者 

④在宅福祉サービスと連携をとって活動

している看護師、保健師 

⑤その他 

(13) 介護におけるチーム

のコミュニケーション 
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６ 障がいの理解（６時間） 

(14) 障がいの基礎的理解 ・障がい・疾病に関する知識 

・居宅介護に関する知識 

・障がい者(児)とその家族の

生活実態と心理に関する知識 

①医師 

②看護師、保健師 

③その他 
(15) 障がいの医学的側面、

生活障がい、心理・行動

の特徴、かかわり支援等

の基礎的知識 

(16) 家族の心理、かかわり

支援の理解 

①介護福祉士 

②社会福祉士 

③臨床心理の専門家（臨床心理士） 

④在宅福祉サービスと連携をとって活動

している看護師、保健師 

⑤その他 

７ 認知症・行動障がいの理解（６時間） 

認
知
症
の
理
解

（３
時
間
） 

(17) 認知症を取り

巻く環境 

・認知症に関する知識 ①介護福祉士 

②在宅福祉サービスと連携をとって活動

している看護師、保健師 

③その他 

(19) 認知症に伴う

こころとからだの

変化と日常生活 

(20) 家族への支援 

(18) 医学的側面か

ら見た認知症の基

礎と健康管理 

①医師 

②看護師、保健師 

③その他 

行
動
障
が
い
の
理
解

（３
時
間
） 

(21) 行動障がい ・行動障がいに関する知識 ①介護福祉士 

②サービス提供責任者 

③行動援護従業者 

④保健師、看護師 

⑤知的障がい者を対象とした障害者支援

施設の生活支援員 

⑥その他 

(22) 自 閉 症 の 理

解・自閉症の障が

い特性 

(23) 行動障がいが

起きる背景の理解 

(24) 行動障がいを

起こさないように

するための支援 

８ 老化の理解（３時間） 

(25) 老化に伴うこころと

からだの変化と日常 

・心身の変化関する知識 

・高齢者の疾病に関する知識 

①介護福祉士 

②医師 

③看護師、保健師 

④その他 

(26) 高齢者と健康 ①医師 

②看護師、保健師 

③その他 

９ こころと体のしくみと生活支援技術（７５時間） 

(27) 基本知識の学習（１０～１３時間程度） 

① 介護の基本的な考え方 ・介護実践に関する具体的な

知識 

・直接援助経験に基づく介護

技術 

①介護福祉士 

②在宅福祉サービスと連携をとって活動

している看護師、保健師 

③その他 

② 介護に関するこころの

しくみの基礎的理解 
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③ 介護に関するからだの

しくみの基礎的理解 

・自らの介護事例 ①理学療法士 

②作業療法士 

③介護福祉士 

④在宅福祉サービスと連携をとって活動

している看護師、保健師 

⑤その他 

(28) 生活支援技術の講義・演習（５０～５５時間程度） 

④ 生活と家事 ・介護実践に関する具体的な

知識 

・生活者支援の視点に立脚し

た介護方法論 

・直接援助経験に基づく介護

技術 

・自らの介護事例 

①介護福祉士 

②在宅福祉サービスと連携をとって活動

している看護師、保健師 

③その他 

⑤ 快適な居住環境整備と

介護 

①介護福祉士 

②理学療法士 

③作業療法士 

④医師 

⑤在宅福祉サービスと連携をとって活動

している看護師、保健師 

⑥福祉用具専門相談員 

⑦一級建築士（住宅関係部分） 

⑧福祉住環境コーディネーター（住宅部

分） 

⑨その他 

⑥ 整容に関連したこころ

とからだのしくみと自立

に向けた介護 

①介護福祉士 

②在宅福祉サービスと連携をとって活動

している看護師、保健師 

③その他 

⑦ 移動・移乗に関連した

こころとからだのしくみ

と自立に向けた介護 

①介護福祉士 

②在宅福祉サービスと連携をとって活動

している看護師、保健師 

③理学療法士 

④作業療法士 

⑤その他 

⑧ 食事に関連したこころ

とからだのしくみと自立

に向けた介護 

①介護福祉士 

②在宅福祉サービスと連携をとって活動

している看護師、保健師 

③栄養士 

④その他 

⑨ 入浴、清潔保持に関連

したこころとからだのし

くみと自立に向けた介護 

①介護福祉士 

②在宅福祉サービスと連携をとって活動

している看護師、保健師 

③その他 ⑩ 排せつに関連したここ

ろとからだのしくみと自

立に向けた介護 

⑪ 睡眠に関連したこころ

とからだのしくみと自立

に向けた介護 

⑫ 死にゆく人に関連した

こころとからだのしくみ

①介護福祉士 

②在宅福祉サービスと連携をとって活動
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と終末期介護 している看護師、保健師 

③介護支援専門員 

④その他 

(29) 生活支援技術演習（１０～１２時間程度） 

⑬ 介護過程の基礎的理解 ・介護実践に関する具体的な

知識 

・生活者支援の視点に立脚し

た介護方法論 

・直接援助経験に基づく介護

技術 

・自らの介護事例 

①介護福祉士 

②在宅福祉サービスと連携をとって活動

している看護師、保健師 

③その他 

⑭ 総合生活支援技術演習 

１０ 振り返り（４時間）  

(30) 振り返り ・介護職が身につけるべき知

識 

・最新知識 

・研修の実例 

①介護福祉士 

②在宅福祉サービスと連携をとって活動

している看護師、保健師 

③その他 

(31) 就業への備えと研修

修了後における継続的な

研修 

※１ 「その他」とは、大学院、大学、短期大学、介護福祉士養成等において、当該科目あるいは読み替え

可能な科目を担当する職員（非常勤を含む。）、又はその業績をもって社会通念上当該科目の担当に適

任であると認められる者であること。なお、担当科目及び業績内容の詳細については、履歴中もしくは

理由書等により十分説明を加えること。 

２ 特に求められる能力については、知識に関しては質疑応答できるレベル、技術に関しては他者に的確に

指導できるレベルであることを必要とする。
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障害者居宅介護従業者基礎研修課程 

教科名 特に求められる能力 講師の要件 

Ⅰ 講義（２５時間） 

１ 福祉サービスを提供する際の基本的な考え方に関する講義（３時間） 

(1) サービス提供の基

本視点 

（３時間） 

・障がい・疾病に関する知識 

・生活者支援の視点に立脚した介護方法

論 

・保健、医療、福祉の制度とサービスに

ついての具体的な知識 

①介護福祉士 

②社会福祉士 

③サービス提供責任者 

④在宅福祉サービスと連携をとって

活動している看護師、保健師 

⑤その他 

２ 障がい者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義（４時間） 

(2) 障がい者(児)福祉

の制度とサービス 

（２時間） 

・各法に関する知識及び制度とサービスに

ついての知識 

 

①当該科目を担当する課の行政職員 

②社会福祉士 

③その他 

(3) 老人福祉の制度と

サービス 

（２時間） 

３ 居宅介護に関する講義（３時間） 

(4) 居宅介護概論 

（居宅介護員の職業

倫理を含む） 

（３時間） 

・保健、福祉の制度とサービスについて

の知識（介護保険制度を含む） 

・居宅介護の実務に関する具体的な知識 

①当該科目を担当する課の行政職員 

②介護福祉士 

③サービス提供責任者 

④その他 

４ 障がい者及び老人の疾病、障がい等に関する講義（３時間） 

(5) サービス利用者の

理解 

（３時間） 

・障がい・疾病に関する知識 

・障がい者(児)、老入及びその家族の生

活実態と心理に関する知識 

・生活着支援の視点に立脚した介護方法

論 

①介護福祉士 

②サービス提供責任者 

③在宅福祉サービスと連携をとって

活動している看護師、保健師 

④その他 

５ 基礎的な介護技術に関する講義（３時間） 

(6) 介護概論 

（３時間） 

・障がい・疾病に関する知識 

・生活者支援の視点に立脚した介護方法

論 

・直接援助経験に基づく介護技術 

・自らの介護事例・保健、医療、福祉の

制度とサービスについての具体的な知識 

①介護福祉士 

②サービス提供責任者 

③在宅福祉サービスと連携をとって

活動している看護師、保健師 

④その他 

６ 家事援助の方法に関する講義（４時間） 

(7) 家事援助の方法 

（４時間） 

・栄養、調理、被服等、家政に関する知

識 

・障がい・疾病に関する知識 

・生活者支援の視点に立脚した介護方法 

①介護福祉士 

②サービス提供責任者 

③栄養士（栄養等に関する部分） 

④その他 

７ 医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義（５時間） 

(8) 医学の基礎知識 

（３時間） 

・居宅介護に関する知識 

・医学に関する知識 

①医師 

②看護師、保健師 

③その他 

(9) 心理面への援助方

法 

（２時間） 

＜心理面への援助の必要性と方法＞ 

・居宅介護に関する知識 

・障がい・疾病に関する知識 

・障がい者(児)、老人及びその家族の生

活実態と心理に関する知識 

 

＜心理面への援助の必要性と方法＞ 

①臨床心理の専門家等 

②介護福祉士 

③在宅福祉サービスと連携をとって

活動している看護師、保健師 

④その他 
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 ＜レクリエーションの視点と実際＞ 

・居宅介護に関する知識 

・在宅レクリエーションの知識と技術 

＜レクリエーションの視点と実際＞ 

①在宅レクリエーションの専門家 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④その他 

Ⅱ 演習（１７時間） 

１ 福祉サービスを提供する際の基本的な態度に関する演習（４時間） 

(1) 共感的理解と基本

的態度の形成 

（４時間） 

・障がい・疾病に関する知識 

・居宅介護についての具体的な知識 

・ロールプレイを含む臨床心理学に基づ

く共感性を高める技術 

・演習を指導する技術 

①介護福祉士 

②社会福祉士 

③サービス提供責任者 

④その他 

２ 基礎的な介護技術に関する演習（１０時間） 

(2) 介護技術入門 

（１０時間） 

・講義５で求められる能力・演習を指導

する技術 

①講義５で求められる要件 

３ 事例の検討等に関する演習（３時間） 

(3) 居宅介護の共通理

解 

（３時間） 

・居宅介護の実際を紹介しつつ、受講者

の意見等を引き出す集団検討技術 

①サービス提供責任者 

②介護福祉士 

③当該科目の担当に適任であると認

められる現任の居宅介護従業者 

④その他 

※１ 「その他」とは、大学院、大学、短期大学、介護福祉士養成等において、当該科目あるいは読み替え

可能な科目を担当する職員（非常勤を含む。）、又はその業績をもって社会通念上当該科目の担当に適

任であると認められる者であること。なお、担当科目及び業績内容の詳細については、履歴中もしくは

理由書等により十分説明を加えること。 

２ 特に求められる能力については、知識に関しては質疑応答できるレベル、技術に関しては他者に的確

に指導できるレベルであることを必要とする。 
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重度訪問介護従業者養成研修基礎課程 

教科名 特に求められる能力 講師の要件 

Ⅰ 講義 ３時間 

１ 重度の肢体不自由者の地域生活等に関する講義（２時間） 

(1) 重度の肢体不自由

者の地域生活等 

（２時間） 

・保健福祉の制度とサービスについて

の知識 

・居宅介護に関する具体的な知識 

①当該科目を担当する課の行政職員 

②社会福祉士 

③介護福祉士 

④サービス提供責任者 

⑤その他 

２ 基礎的な介護技術に関する講義（１時間） 

(2) 基礎的な介護技術 

（１時間） 

・障がい・疾病に関する基礎知識 

・生活者支援の視点に立脚した介護方

法論 

・介護技術、自らの介護事例、保健福

祉の制度とサービスについての知識 

①介護福祉士 

②サービス提供責任者 

③在宅福祉サービスと連携をとって

活動している看護師、保健師 

④その他 

Ⅱ 実習 ７時間 ※演習により実施する場合 

１ 基礎的な介護と重度の肢体不自由者とのコミュニケーションの技術に関する実習（５時間） 

(1) 基礎的な介護技術

と重度の肢体不自由

者とのコミュニケー

ションの技術 

（５時間） 

・障がい・疾病に関する基礎知識 

・生活者支援の視点に立脚した介護方

法論 

・介護技術に関する知識 

①介護福祉士 

②サービス提供責任者 

③重度訪問介護従業者 

④理学療法士 

⑤作業療法士 

⑥保健師 

⑦その他 

２ 外出時の介護技術に関する実習（２時間） 

(2) 外出時の介護技術 

（２時間） 

・介護に係わる車いす及び装具等に関

する知識 

・介護技術に関する知識 

①介護福祉士 

②サービス提供責任者 

③重度訪問介護従業者 

④理学療法士 

⑤作業療法士 

⑥保健師 

⑦その他 

※１ 「その他」とは、大学院、大学、短期大学、介護福祉士養成校等において、当該科目あるいは読み替

え可能な科目を担当する職員（非常勤を含む。）、又はその業績をもって社会通念上当該科目の担当に

適任であると認められる者であること。なお、担当科目及ぴ業績内容の詳細については、履歴中もしく

は理由書等により十分説明を加えること。 

２ 特に求められる能力については、知識に関しては質疑応答できるレベル、技術に関しては他者に的確

に指導できるレベルであることを必要とする。 
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重度訪問介護従業者養成研修追加課程 

教科名 特に求められる能力 講師の要件 

Ⅰ 講義 ７時間 

１ 医療的ケアを必要とする重度訪問介護利用者の障がい及び支援に関する講義（４時間） 

(1) 重度肢体不自由者

(児)における障がい

の理解 

（２時間） 

・障がい・疾病に関する知識 ①医師 

②保健師・看護師 

③介護福祉士 

④その他 

(2) 医学の基礎知識 

（１時間） 

・医療に関する知識 ①医師 

②在宅福祉サービスと連携をとって

活動している保健師・看護師 

③その他 

(3) 家事援助の方法 

（１時間） 

・栄養、調理、被服等家政に関する知

識 

・障がい・疾病に関する基礎知識 

・生活者支援の視点に立脚した介護方

法論 

①介護福祉士 

②サービス提供責任者 

③重度訪問介護従業者 

④栄養士（栄養等に関する部分） 

⑤その他 

２ コミュニケーションの支援の技術に関する講義（２時間） 

(4) コミュニケーショ

ンの技術 

（２時間） 

・言語障がいの種類、特徴に関する知

識 

・言語障がいのある肢体不自由者との

コミュニケーションの方法に関する知

識 

①医師 

②介護福祉士 

③言語聴覚士 

④在宅福祉サービスと連携をとって

活動している保健師・看護師 

⑥その他 

３ 緊急時の対応及び危険防止に関する講義（１時間） 

(5) 緊急時の対応及び

危険防止 

（１時間） 

・緊急時の対応及び危険防止に関する

知識 

①保健師・看護師 

②救急救命士 

③介護福祉士 

④サービス提供責任者 

⑤その他 

※１ 「その他」とは、大学院、大学、短期大学、介護福祉士養成校等において、当該科目あるいは読み替

え可能な科目を担当する職員（非常勤を含む。）、又はその業績をもって社会通念上当該科目の担当に

適任であると認められる者であること。なお、担当科目及ぴ業績内容の詳細については、履歴中もしく

は理由書等により十分説明を加えること。 

２ 特に求められる能力については、知識に関しては質疑応答できるレベル、技術に関しては他者に的確

に指導できるレベルであることを必要とする。
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重度訪問介護従業者養成研修統合課程 

教科名 特に求められる能力 講師の要件 

Ⅰ 講義 １０時間 

１ 重度の肢体不自由者の地域生活等に関する講義（２時間） 

(1) 重度の肢体不自由者の

地域生活等 

（２時間） 

・保健福祉の制度とサービスについ

ての知識 

・居宅介護に関する具体的な知識 

①当該科目を担当する課の行政職

員 

②社会福祉士 

③介護福祉士 

④サービス提供責任者 

⑤その他 

２ 基礎的な介護技術に関する講義（１時間） 

(2) 基礎的な介護技術 

（１時間） 

・障がい・疾病に関する基礎知識 

・生活者支援の視点に立脚した介護

方法論 

・介護技術、自らの介護事例、保健

福祉の制度とサービスについての知

識 

①介護福祉士 

②サービス提供責任者 

③在宅福祉サービスと連携をとっ

て活動している看護師、保健師 

④その他 

３ コミュニケーションの技術に関する講義（２時間） 

(3) コミュニケーションの

技術 

（２時間） 

・言語障がいの種類、特徴に関する

知識 

・言語障がいのある肢体不自由者と

のコミュニケーションの方法に関す

る知識 

①医師 

②介護福祉士 

③言語聴覚士 

④在宅福祉サービスと連携をとっ

て活動している保健師・看護師 

⑤その他 

４ 喀痰吸引を必要とする重度障がい者の障がいと支援に関する講義・緊急時の対応及び危機防止に関

する講義①（３時間） 

(4) 喀痰吸引の手順と緊急

時の対応等 

（３時間） 

・喀痰吸引に関する知識 ①医師 

②保健師 

③助産師 

④看護師 

（※３） 

５ 経管栄養を必要とする重度障がい者の障がいと支援に関する講義・緊急時の対応及び危機防止に関

する講義②（３時間） 

(5) 経管栄養の手順と緊急

時の対応等 

（３時間） 

・経管栄養に関する知識 ①医師 

②保健師 

③助産師 

④看護師 

（※３） 

Ⅱ 演習 １時間 

１ 喀痰吸引等に関する演習（１時間） 

(1) 喀痰吸引等に関する演

習 

（１時間） 

・喀痰吸引等に関する知識 

・実技を指導する技術 

①医師 

②保健師 

③助産師 
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④看護師 

（※３） 

※１ 「その他」とは、大学院、大学、短期大学、介護福祉士養成校等において、当該科目あるいは読み替

え可能な科目を担当する職員（非常勤を含む。）、又はその業績をもって社会通念上当該科目の担当に

適任であると認められる者であること。なお、担当科目及ぴ業績内容の詳細については、履歴中もしく

は理由書等により十分説明を加えること。 

２ 特に求められる能力については、知識に関しては質疑応答できるレベル、技術に関しては他者に的確に

指導できるレベルであることを必要とする。 

３ 「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための指導者養成事業（特定の者対象）について」（平成23

年９月14日付障発0914第２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）に定める指導者養成事業を

修了した者又は、これに相当する知識及び技能を有すると認められる者であること。
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重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程 

教科名 特に求められる能力 講師の要件 

Ⅰ 講義 ６．５時間 

１ 強度行動障害がある者の基本的理解に関する講義（１．５時間） 

(1) 強度行動障害とは ・強度行動障害を有する者の障がい

特性及び支援技術に関する知識 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（基礎）修了者 

⑤その他 

(2) 強度行動障がいと医療 ・行動障がい及び発達障がい等の医

療に関する知識 

①医師 

②看護師、保健師 

③その他 

２ 強度行動障害に関する制度及び支援技術の基礎的な知識に関する講義（５時間） 

(3) 強度行動障害と制度 ・強度行動障害に関する障害福祉サ

ービス、サービス利用のための判定

基準、支援者の養成研修等の最新の

制度内容に関する知識 

①行政職員 

②社会福祉士 

③介護福祉士 

④看護師、保健師 

⑤指導者研修（基礎）修了者 

⑥その他 

(4) 構造化 

・各教科に関する知識 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（基礎）修了者 

⑤その他 

(5) 支援の基本的な枠組み

と記録 

(6) 虐待防止と身体拘束 

(7) 実践報告 ①強度行動障害を有する者に支援

を提供している事業所の従業者等 

Ⅱ 演習 ５．５時間 

１ 基本的な情報収集と記録等の共有に関する演習（１時間） 

(1) 情報収集とチームプレ

イの基本 

（１時間） 
・情報収集とチームプレイの基本に

関する知識及び技術 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（基礎）修了者 

⑤その他 

２ 行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解に関する演習（３時間） 

(2) 固有のコミュニケーシ

ョン 

（３時間） 

・行動障害がある者の固有のコミュ

ニケーションの理解に関する知識及

び技術 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（基礎）修了者 

⑤その他 

３ 行動障害の背景にある特性の理解に関する演習（１．５時間） 

(3) 行動障害の背景にある

もの 

（１．５時間） 

・行動障害の背景にある特性の理解

に関する知識及び技術 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（基礎）修了者 
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⑤その他 

※１ 「その他」とは、大学院、大学、短期大学、介護福祉士養成校等において、当該科目あるいは読み替

え可能な科目を担当する職員（非常勤を含む。）、又はその業績をもって社会通念上当該科目の担当に

適任であると認められる者であること。なお、担当科目及ぴ業績内容の詳細については、履歴中もしく

は理由書等により十分説明を加えること。 

２ 特に求められる能力については、知識に関しては質疑応答できるレベル、技術に関しては他者に的確に

指導できるレベルであることを必要とする。 
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同行援護従業者養成研修一般課程 

教科名 特に求められる能力 講師の要件 

Ⅰ 講義 ８．５時間 

１ 外出保障（１時間） 

(1) 外出保障 

（１時間） 

・外出保障に関する知識 ①当該科目を担当する課の行政職員 

②視覚障害者移動支援従事者資質向上研修修

了者 

③視覚障がい者ガイドヘルパー 

④視覚障がい者生活支援員・指導員 

⑤その他 

２ 視覚障がいの理解と疾病①②（１．５時間） 

(2) 視覚障がいの理解と疾

病①② 

（１．５時間） 

・視覚障がい者（児）の

障がいと疾病に関する知

識 

①視覚障害者移動支援従事者資質向上研修修

了者 

②視能訓練士、歩行指導員等 

③医師、保健師、看護師、理学療法士等 

④視覚障がい者生活支援員・指導員 

⑤その他 

３ 視覚障がい者（児）の心理（１時間） 

(3) 視覚障がい者（児）の

心理 

（１時間） 

・障がい者（児）の心理

に関する知識 

①視覚障害者移動支援従事者資質向上研修修

了者 

②視覚障がい者生活支援員・指導員 

③歩行訓練士、歩行指導員等 

④視覚障がい者ガイドヘルパー 

⑤その他 

４ 視覚障がい者（児）福祉の制度とサービス（１．５時間） 

(4) 視覚障がい者（児）福

祉の制度とサービス 

（１．５時間） 

・障がい者（児）福祉の

制度とサービスに関する

知識 

①当該科目を担当する課の行政職員 

②視覚障害者移動支援従事者資質向上研修修

了者 

③視覚障がい者生活支援員・指導員 

④その他 

５ 同行援護の制度（１時間） 

(5) 同行援護の制度 

（１時間） 

・同行援護の制度に関す

る知識 

①当該科目を担当する課の行政職員 

②視覚障害者移動支援従事者資質向上研修修

了者 

③視覚障がい者生活支援員・指導員 

④視覚障がい者ガイドヘルパー 

⑤その他 

６ 同行援護従事者の実際の職業倫理（２．５時間） 

(6) 同行援護従事者の実際

の職業倫理 

（２．５時間） 

・同行援護従事者の業務

内容と職業倫理に関する

知識 

①視覚障害者移動支援従事者資質向上研修修

了者 

②歩行訓練士、歩行指導員等 

③視覚障がい者生活支援員・指導員 

④視覚障がい者ガイドヘルパー 

⑤その他 
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Ⅱ 講義・演習 ３．５時間 

１ 情報提供 ２時間 

(1) 情報提供  

（２時間） 

・同行援護サービスの提

供に必要な情報提供に関

する知識・技術 

①視覚障害者移動支援従事者資質向上研修修

了者 

②歩行訓練士、歩行指導員等 

③視覚障がい者生活支援員・指導員 

④視覚障がい者ガイドヘルパー 

⑤その他 

２ 代筆・代読①②（１．５時間） 

(2) 代筆・代読①② 

（１．５時間） 

・同行援護サービスの提

供に必要な代筆・代読に

関する知識・技術 

①視覚障害者移動支援従事者資質向上研修修

了者 

②歩行訓練士、歩行指導員等 

③視覚障がい者生活支援員・指導員 

④視覚障がい者ガイドヘルパー 

⑤その他 

Ⅲ 演習 １６時間 

１ 誘導の基本技術①② 

（７時間） 

・視覚障がい者の移動支

援の経験・技術 

①視覚障害者移動支援従事者資質向上研修修

了者 

②歩行訓練士、歩行指導員等 

③視覚障がい者生活支援員・指導員 

④視覚障がい者ガイドヘルパー 

⑤保健師、看護師、准看護師 

⑥その他 

２ 誘導の応用技術（場面

別・街歩き）①② 

（５時間） 

３ 交通機関の利用 

（４時間） 

※１ 「その他」とは、大学院、大学、短期大学、介護福祉士養成校等において、当該科目あるいは読み替

え可能な科目を担当する職員（非常勤を含む。）、又はその業績をもって社会通念上当該科目の担当に

適任であると認められる者であること。なお、担当科目及ぴ業績内容の詳細については、履歴中もしく

は理由書等により十分説明を加えること。 

２ 特に求められる能力については、知識に関しては質疑応答できるレベル、技術に関しては他者に的確に

指導できるレベルであることを必要とする。 
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同行援護従業者養成研修応用課程 

教科名 特に求められる能力 講師の要件 

Ⅰ 講義 ６時間 

１ サービス提供責任者の業務（１時間） 

(1) サービス提供責

任者の業務 

（１時間） 

・サービス提供責任者の業

務に関する知識 

①視覚障害者移動支援従事者資質向上研修修了者 

②視覚障がい者生活支援員・指導員 

③その他 

２ 様々な利用者への対応（１時間） 

(2) 様々な利用者へ

の対応 

（１時間） 

・様々な利用者への対応経

験・知識 

①視覚障害者移動支援従事者資質向上研修修了者 

②視覚障がい者生活支援員・指導員 

③視能訓練士、歩行指導員等 

④その他 

３ 個別支援計画と他機関との連携（１時間） 

(3) 個別支援計画と

他機関との連携

（１時間） 

・個別支援計画や関係機関

との連携に関する知識 

①視覚障害者移動支援従事者資質向上研修修了者 

②その他 

４ 業務上のリスクマネジメント（１時間） 

(4) 業務上のリスク

マネジメント 

（１時間） 

・業務上のリスクマネジメ

ントに関する知識 

①視覚障害者移動支援従事者資質向上研修修了者 

②視覚障がい者生活支援員・指導員 

③その他 

５ 従事者研修の実施（１時間） 

(5) 従事者研修の 

実施 

（１時間） 

・同行援護サービスに必要

な知識・技術 

①視覚障害者移動支援従事者資質向上研修修了者 

②視覚障がい者生活支援員・指導員 

③歩行指導員 

④その他 

６ 同行援護の実務上の留意点（１時間） 

(6) 同行援護の実務

上の留意点 

（１時間） 

・視覚障がい者の移動支援

の経験・技術 

①視覚障害者移動支援従事者資質向上研修修了者 

②視覚障がい者生活支援員・指導員 

③歩行指導員 

④その他 

※１ 「その他」とは、大学院、大学、短期大学、介護福祉士養成校等において、当該科目あるいは読み替

え可能な科目を担当する職員（非常勤を含む。）、又はその業績をもって社会通念上当該科目の担当に

適任であると認められる者であること。なお、担当科目及ぴ業績内容の詳細については、履歴中もしく

は理由書等により十分説明を加えること。 

２ 特に求められる能力については、知識に関しては質疑応答できるレベル、技術に関しては他者に的確に

指導できるレベルであることを必要とする。
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行動援護従業者養成研修課程 

教科名 特に求められる能力 講師の要件 

Ⅰ 講義 １０時間 

１ 強度行動障害がある者の基本的理解に関する講義（１．５時間） 

(1) 強度行動障害とは 

・強度行動障害を有する者の障がい特

性及び支援技術に関する知識 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（基礎）修了者 

⑤その他 

(2) 強度行動障がいと医

療 

・行動障がい及び発達障がい等の医療

に関する知識 

①医師 

②看護師、保健師 

③その他 

２ 強度行動障害に関する制度及び支援技術の基礎的な知識に関する講義（５時間） 

(3) 強度行動障害と制度 

・強度行動障害に関する障害福祉サー

ビス、サービス利用のための判定基

準、支援者の養成研修等の最新の制度

内容に関する知識 

①行政職員 

②社会福祉士 

③介護福祉士 

④看護師、保健師 

⑥指導者研修（基礎）修了者 

⑥その他 

(4) 構造化 

・各教科に関する知識 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（基礎）修了者 

⑤その他 

(5) 支援の基本的な枠組

みと記録 

(6) 虐待防止と身体拘束 

(7) 実践報告 
① 度行動障害を有する者に支援を

提供している事業所の従業者等 

３ 強度行動障害がある者へのチーム支援（３時間） 

(8) 強度行動障がい支援

の原則 

・強度行動障害を有する者の障がい特

性及び支援技術に関する知識 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（実践）修了者 

⑤その他 

４ 強度行動障害と生活の組み立て（０．５時間） 

(9) 行動障がいのある人

の生活と支援の実際 

・行動障がいのある人の生活と支援に

関する知識 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（実践）修了者 

⑤その他 

Ⅱ 演習 １４時間 

１ 基本的な情報収集と記録等の共有に関する演習（１時間） 

(1) 情報収集とチームプ

レイの基本 

（１時間） 

・情報収集とチームプレイに関する知

識及び技術 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（基礎）修了者 

’
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⑤その他 

２ 行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解に関する演習（３時間） 

(2) 固有のコミュニケー

ション 

（３時間） 

・行動障害がある者の固有のコミュニ

ケーションの理解に関する知識及び

技術 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（基礎）修了者 

⑤その他 

３ 行動障害の背景にある特性の理解に関する演習（１．５時間） 

(3) 行動障害の背景にあ

るもの 

（１．５時間） 

・行動障害の背景にある特性の理解に

関する知識及び技術 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（基礎）修了者 

⑤その他 

４ 障がい特性の理解とアセスメント（３時間） 

(1) 障がい特性とアセス

メント 

（３時間） 

・障がい特性の理解とアセスメントに

関する知識及び技術 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（実践）修了者 

⑤その他 

５ 環境調整による強度行動障がいの支援（３時間） 

(2) 構造化の考え方と方

法 

（３時間） 

・構造化の考え方と方法に関する知識 

及び技術 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（実践）修了者 

⑤その他 

６ 記録に基づく支援の評価（１．５時間） 

(3) 記録の収集と分析

（１．５時間） 

・記録の収集と分析に関する知識及び

技術 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（実践）修了者 

⑤その他 

７ 危機対応と虐待防止（１時間） 

(4) 危機対応と虐待防止

（１時間） 

・危機対応と虐待防止に関する知識及

び技術 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（実践）修了者 

⑤その他 

※１ 「その他」とは、大学院、大学、短期大学、介護福祉士養成校等において、当該科目あるいは読み替

え可能な科目を担当する職員（非常勤を含む。）、又はその業績をもって社会通念上当該科目の担当に

適任であると認められる者であること。なお、担当科目及ぴ業績内容の詳細については、履歴中もしく

は理由書等により十分説明を加えること。 

２ 特に求められる能力については、知識に関しては質疑応答できるレベル、技術に関しては他者に的確

に指導できるレベルであることを必要とする。 
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視覚障がい者移動介護従業者養成研修課程 

教科名 特に求められる能力 講師の要件 

Ⅰ 講義 １１時間 

１ 障がい者福祉に係る制度及びサービスに関する講義（３時間） 

(1) 障がい者(児)福祉の

制度とサービス 

（２時間） 

・法に関する知識及び制度とサービス

についての具体的な知識 

①当該科目を担当する課の行政職員 

②社会福祉士 

③その他 

(2) 移動介護従業者の制

度と業務 

（１時間） 

・移動介護の制度と業務についての具

体的な知識 

①当該科目を担当する課の行政職員 

②視覚障がい者移動介護従業者養成

研修課程修了者（旧要綱による視

覚障害者移動介護従業者養成研修

課程修了者を含む。以下本表にお

いて同じ。） 

③その他 

２ 身体障がい者居宅介護等に関する講義（３時間） 

(3) 居宅介護概論 

（２時間） 

・保健福祉の制度とサービスについて

の知識 

・居宅介護に関する具体的な知識 

①当該科目を担当する課の行政職員 

②介護福祉士 

③サービス提供責任者 

④その他 

(4) 居宅介護従業者の職

業倫理 

（１時間） 

・居宅介護に従事する際の職業倫理に

関する具体的知識 

①当該科目を担当する課の行政職員 

②介護福祉士 

③サービス提供責任者 

④その他 

３ 視覚障がい者の疾病、障がい等に関する講義（２時間） 

(5) 疾病、障がいの理解 

（２時間） 

・障がい・疾病に関する知識 ①医師 

②看護師、保健師 

③歩行指導員 

④視覚障害者生活訓練等指導員 

⑤その他 

４ 基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義（２時間） 

(6) 移動介護の基礎知識 

（２時間） 

・移動介護に関する基礎知識 ①視覚障がい者移動介護従業者養成

研修課程修了者 

②歩行指導員 

③視覚障害者生活訓練等指導員 

④その他 

５ 障がい者の心理に関する講義（１時間） 

(7) 障がい者(児)の心理 

（１時間） 

・障がい者(児)の心理に関する知識 ①介護福祉士 

②社会福祉土 

③臨床心理の専門家（臨床心理士） 

④心理判定員 

⑤その他 
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Ⅱ 演習 ９時間 

１ 移動の介護に係る技術に関する演習（９時間） 

(1) 移動介護の基本技術 

（２時間） 

・移動介護の基本技術に関する知識及

び技術 

①視覚障がい者移動介護従業者養成

研修課程修了者 

②歩行指導員 

③視覚障害者生活訓練等指導員 

④その他 

(2) 屋内の移動介護 

（２時間） 

・屋内の移動介護に関する知識及び技

術 

①視覚障がい者移動介護従業者養成

研修課程修了者 

②歩行指導員 

③視覚障害者生活訓練等指導員 

④その他 

(3) 屋外の移動介護 

（４時間） 

・屋外の移動介護に関する知識及び技

術 

①視覚障がい者移動介護従業者養成

研修課程修了者 

②歩行指導員 

③視覚障害者生活訓練等指導員 

④その他 

(4) 応用技能 

（１時間） 

・複数の視覚障がい者をガイドする場

合などの応用技能に関する知識及び

技術 

①視覚障がい者移動介護従業者養成

研修課程修了者 

②歩行指導員 

③視覚障害者生活訓練等指導員 

④その他 

※１ 「その他」とは、大学院、大学、短期大学、介護福祉士養成校等において、当該科目あるいは読み替

え可能な科目を担当する職員（非常勤を含む。）、又はその業績をもって社会通念上当該科目の担当に

適任であると認められる者であること。なお、担当科目及ぴ業績内容の詳細については、履歴中もしく

は理由書等により十分説明を加えること。 

２ 特に求められる能力については、知識に関しては質疑応答できるレベル、技術に関しては他者に的確

に指導できるレベルであることを必要とする。 
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全身性障がい者移動介護従業者養成研修課程 

教科名 特に求められる能力 講師の要件 

Ⅰ 講義 １２時間 

１ 障がい者福祉に係る制度及びサービスに関する講義（３時間） 

(1) 障がい者(児)福祉の

制度とサービス 

（２時間） 

・法に関する知識及び制度とサービス

についての具体的な知識 

①当該科目を担当する課の行政職員 

②社会福祉士 

③その他 

(2) 移動介護従業者の制

度と業務 

（１時間） 

・移動介護の制度と業務についての具

体的な知識 

①当該科目を担当する課の行政職員 

②全身性障がい者移動介護従業者養

成研修課程修了者（旧要綱による全

身性障害者移動介護従業者養成研修

課程修了者を含む。以下本表におい

て同じ。） 

③その他 

２ 身体障がい者居宅介護等に関する講義（３時間） 

(3) 居宅介護概論 

（２時間） 

・保健福祉の制度とサービスについて

の知識 

・居宅介護に関する具体的な知識 

①当該科目を担当する課の行政職員 

②介護福祉士 

③サービス提供責任者 

④その他 

(4) 居宅介護従事者の職

業倫理 

（１時間） 

・居宅介護に従事する際の職業倫理に

関する具体的知識 

①当該科目を担当する課の行政職員 

②介護福祉士 

③サービス提供責任者 

④その他 

３ 全身性障がい者の疾病、障がい等に関する講義（２時間） 

(5) 重度肢体不自由者

(児)における障がい

の理解 

（１時間） 

・重度肢体不自由者(児)における障が

いに関する知識 

①医師 

②保健師 

③肢体不自由者を対象とした障害者

支援施設の生活支援員 

④理学療法士 

⑤作業療法士 

⑥その他 

(6) 介護に係わる車いす

及び装具等の理解 

（１時間） 

・介護に係わる車いす及び装具等に関

する知識 

①医師 

②理学療法士 

③作業療法士 

④義肢装具士 

⑤その他 

４ 基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義（３時間） 

(7) 姿勢保持について 

（１時間） 

・障がい者(児)の姿勢保持に関する知

識 

①全身性障がい者移動介護従業者養

成研修課程修了者 

②理学療法士 

③作業療法士 

④その他 
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※１ 「その他」とは、大学院、大学、短期大学、介護福祉士養成校等において、当該科目あるいは読み替

え可能な科目を担当する職員（非常勤を含む。）、又はその業績をもって社会通念上当該科目の担当に

適任であると認められる者であること。なお、担当科目及び業績内容の詳細については、履歴中もしく

は理由書等により十分説明を加えること。 

２ 特に求められる能力については、知識に関しては質疑応答できるレベル、技術に関しては他者に的確

に指導できるレベルであることを必要とする。 

 

(8) コミュニケーション

について 

（１時間） 

・言語障がいに関する知識及び言語障

がいのある人への接し方の知識 

①医師 

②言語療法士 

③その他 

(9) 事故防止に関する心

がけと対策 

（１時間） 

・障がい者(児)の事故防止に関する知

識 

①全身性障がい者移動介護従業者養

成研修課程修了者 

②保健師 

③救急救命士 

④その他 

５ 障がい者の心理に関する講義（１時間） 

(10) 障がい者(児)の心

理 

（１時間） 

・障がい者(児)の心理に関する知識 ①介護福祉士 

②社会福祉士 

③臨床心理の専門家（臨床心理士） 

④心理判定員 

⑤その他 

Ⅲ 演習 ４時間 

１ 車いすでの移動の介護に係る技術に関する演習（４時間） 

(1) 抱きかかえ方及び移

乗の方法 

（１時間） 

・抱きかかえ方及び移乗に関する知識

及び技術 

①全身性障がい者移動介護従業者養

成研修課程修了者 

②理学療法士 

③作業療法士 

④保健師 

⑤肢体不自由者を対象とした障害者

支援施設の生活支援員 

⑥その他 

(2) 車いすの移動介護 

（２時間） 

・車いすの移動介護に関する知識及び

技術 

(3) 生活行為の介護 

（１時間） 

・生活行為の介護に関する知識及び技

術 

①全身性障がい者移動介護従業者養

成研修課程修了者 

②保健師 

③理学療法士 

④作業療法士 

⑤その他 
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知的障がい者移動介護従業者養成研修課程 

教科名 特に求められる能力 講師の要件 

Ⅰ 講義 １３時間 

１ 障がい者福祉に係る制度及びサービスに関する講義（３時間） 

(1) 障がい者(児)福祉の

制度とサービス 

（２時間） 

・法に関する知識及び制度とサービス

についての具体的な知識 

①当該科目を担当する課の行政職員 

②社会福祉士 

③その他 

(2) 移動介護従業者の制

度と業務 

（１時間） 

・移動介護の制度と業務についての具

体的な知識 

①当該科目を担当する課の行政職員 

②知的障がい者移動介護従業者養成

研修課程修了者（旧要綱による知的

障害者移動介護従業者養成研修課程

修了者を含む。以下本表において同

じ。） 

③その他 

２ 知的障がい者居宅介護等に関する講義（３時間） 

(3) 居宅介護概論 

（２時間） 

・保健福祉の制度とサービスについて

の知識 

・居宅介護に関する具体的な知識 

①当該科目を担当する課の行政職員 

②介護福祉士 

③サービス提供責任者 

④その他 

(4) 居宅介護従業者の職

業倫理 

（１時間） 

・居宅介護に従事する際の職業倫理に

関する具体的知識 

①当該科目を担当する課の行政職員 

②介護福祉士 

③サービス提供責任者 

④その他 

３ 知的障がい者の疾病、障がい等に関する講義（４時間） 

(5) 疾病、障がいの理解 

（４時間） 

・障がい・疾病に関する知識 ①医師 

②保健師・看護師 

③知的障がい者を対象とした障害者

支援施設の生活支援員 

④その他 

４ 基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義（２時間） 

(6) 移動介護の基礎知識 

（２時間） 

・移動介護に関する基礎知識 ①知的障がい者移動介護従業者養成

研修課程修了者 

②知的障がい者を対象とした障害者

支援施設の生活支援員 

③その他 

５ 障がい者の心理に関する講義（１時間） 

(7) 障がい者(児)の心理 

（１時間） 

・障がい者(児)の心理に関する知識 ①介護福祉士 

②社会福祉士 

③臨床心理の専門家（臨床心理士） 

④心理判定員 

⑤その他 

 

  



68 

Ⅱ 演習６時間 

１ 移動の介護に係る技術に関する講義（６時間） 

(1) 移動の介護に係る技

術 

（６時間） 

・移動介護の技術に関する知識及び技

術 

①知的障がい者移動介護従業者養成

研修課程修了者 

②知的障がい者を対象とした障害者

支援施設の生活支援員 

③その他 

※１ 「その他」とは、大学院、大学、短期大学、介護福祉士養成校等において、当該科目あるいは読み替

え可能な科目を担当する職員（非常勤を含む。）、又はその業績をもって社会通念上当該科目の担当に

適任であると認められる者であること。なお、担当科目及び業績内容の詳細については、履歴中もしく

は理由書等により十分説明を加えること。 

２ 特に求められる能力については、知識に関しては質疑応答できるレベル、技術に関しては他者に的確

に指導できるレベルであることを必要とする。 
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強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）課程カリキュラム 
教科名 特に求められる能力 講師の要件 

Ⅰ 講義 ６．５時間 

１ 強度行動障害がある者の基本的理解に関する講義（１．５時間） 

(1) 強度行動障害の理解 ・強度行動障害を有する者の障がい

特性及び支援技術に関する知識 

 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（基礎）修了者 

⑤その他 

２ 強度行動障害に関する制度及び支援技術の基礎的な知識に関する講義（５時間） 

(2) 研修の意義 

 

 

 

・各教科に関する知識 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（基礎）修了者 

⑤その他 

(5)実践報告にあっては、強度行動

障害を有する者に支援を提供して

いる事業所の従業者等 

(3) 支援のアイデア 

(4) チームプレイの基本 
 

(5) 実践報告 

Ⅱ 演習 ５．５時間 

１ 基本的な情報収集と記録等の共有に関する演習（１時間） 

(1) 基本的な情報収集 ・情報収集に関する知識及び技術 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（基礎）修了者 

⑤その他 

２ 行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解に関する演習（３時間） 

(2) チームプレイの基本 

 

・チームプレイに関する知識及び技

術 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（基礎）修了者 

⑤その他 

(3) 強度行動障害の理解 

 

・行動障害がある者の感覚の特異性

等の理解に関する知識及び技術 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（基礎）修了者 

⑤その他 

３ 行動障害の背景にある特性の理解に関する演習（１．５時間） 

(4) 特性の分析 

 

・行動障害の背景にある特性の理解

に関する知識及び技術 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（基礎）修了者 

⑤その他 

※１ 「その他」とは、大学院、大学、短期大学、介護福祉士養成校等において、当該科目あるいは読み替

え可能な科目を担当する職員（非常勤を含む。）、又はその業績をもって社会通念上当該科目の担当に
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適任であると認められる者であること。なお、担当科目及ぴ業績内容の詳細については、履歴中もしく

は理由書等により十分説明を加えること。 

２ 特に求められる能力については、知識に関しては質疑応答できるレベル、技術に関しては他者に的確

に指導できるレベルであることを必要とする。 
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強度行動障害支援者養成研修（実践研修）課程カリキュラム 
教科名 特に求められる能力 講師の要件 

Ⅰ 講義 ３．５時間 

１ 強度行動障害がある者へのチーム支援（３時間） 

(1) 支援を組み立てるための

基本 ・基礎研修の振り返り（強度行動障

害を有する者の障がい特性等）及び

支援技術に関する知識 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（実践）修了者 

⑤その他 

(2) 組織的なアプローチ 

・組織的なアプローチに関する知識 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（実践）修了者 

⑤その他 

２ 強度行動障害と生活の組み立て（０．５時間） 

(3) 実践報告 

・チームによる支援の実際に関する

知識 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（実践）修了者 

⑤その他 

Ⅱ 演習 ８．５時間 

１ 障害特性の理解とアセスメント（３時間） 

(1)アセスメントの方法 

 

・アセスメントの方法に関する知識 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（実践）修了者 

⑤その他 

２ 環境調整による強度行動障害の支援（３時間） 

(2) 手順書の作成 ・手順書の作成に関する知識 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（実践）修了者 

⑤その他 

３ 記録に基づく支援の評価（１．５時間） 

(3) 記録の分析と支援手順書

の修正 

・記録の分析と支援手順書の修正に

関する知識 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（実践）修了者 

⑤その他 

４ 危機対応と虐待防止（１時間） 

(4) 関係機関との連携 ・関係機関との連携に関する知識 

①社会福祉士 

②介護福祉士 

③看護師、保健師 

④指導者研修（実践）修了者 

⑤その他 

※１ 「その他」とは、大学院、大学、短期大学、介護福祉士養成校等において、当該科目あるいは読み替
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え可能な科目を担当する職員（非常勤を含む。）、又はその業績をもって社会通念上当該科目の担当に

適任であると認められる者であること。なお、担当科目及ぴ業績内容の詳細については、履歴中もしく

は理由書等により十分説明を加えること。 

２ 特に求められる能力については、知識に関しては質疑応答できるレベル、技術に関しては他者に的確に

指導できるレベルであることを必要とする。 
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講師の具体的要件 

別紙４の講師の要件は、具体的には下記のとおりとする。 

資格等 実務経験 その他の要件 

介護福祉士 直接援助経験５年以上  

社会福祉士 相談援助業務経験３年以上  

サービス提供責任者 

※１ 

訪問介護業務又は居宅介護業務を３

年以上 

指定訪問介護事業所、指定居宅介護

事業所又は基準該当居宅介護事業

所のサービス提供責任者であるこ

と。 

現任の居宅介護従業者

※１ 

訪問介護業務又は居宅介護業務を３

年以上 

現在、指定訪問介護事業所、指定居

宅介護事業所又は基準該当居宅介

護事業所に勤務しているものであ

ること。 

重度訪問介護従業者 重度の肢体不自由者に対する介護を

含む介護業務経験３年以上 

 

行動援護従業者 知的障がい者(児)又は精神障がい者

に対する介護を含む介護業務経験３

年以上 

 

看護師、保健師 実務経験３年以上  

在宅福祉と連携をとっ

ている看護師、保健師※

２ 

実務経験３年以上 ・保健師については、地域の訪問指

導などの在宅福祉サービスに関わ

る事業に従事していること。 

・看護師については、訪問看護業務

など在宅福祉サービスに関わる業

務に従事していること。 

臨床心理の専門家 

（臨床心理士） 

相談業務従事３年以上  

医師   

理学療法士 ３年以上の直接援助実務経験  

作業療法士 ３年以上の直接援助実務経験  

栄養士 ３年以上の実務経験 障がい者・高齢者施設で従事してい

ることが望ましい。 

在宅レクリエーション

の専門家 

 レクリエーション指導員、レクリエ

ーション指導を職業とする者。 

その他（当該科目を担当

する教員等）※２ 

 大学院、大学、短期大学、介護福祉

士養成校等において、当該科目ある

いは読み替え可能な科目を担当す

る教員（非常勤を含む。）等、その

業績から当該科目の担当に適任で

あると認められる者。 

行政職員※２  当該科目を担当する部署における

職員であること。（同等の行政実務

経験者を含む。） 
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介護支援専門員※１ ２年以上の実務経験 現に居宅介護支援事業所に勤務し

ているものであること。 

救急救命士 ３年以上の実務経験  

歯科衛生士 ３年以上の実務経験  

１級建築士 ３年以上の実務経験 高齢者に対する住宅改修の経験を

有するものであること。 

福祉用具専門相談員 ３年以上の実務経験 福祉用具の販売・貸与業務に従事し

ていること。 

研修修了者※３ 介護業務を３年以上 現に指定居宅介護事業所又は基準

該当居宅介護事業所に勤務してい

るものであること。 

歩行指導員・歩行訓練士   

視覚障害者生活訓練等

指導員 

２年以上の実務経験 視覚障がい者関連施設、盲学校等に

勤務していることが望ましい。 

心理判定員 相談業務従事３年以上  

生活支援員※４ ３年以上の直接援助実務経験 該当施設に勤務していること。 

義肢装具士   

言語療法士 ３年以上の直接援助実務経験  

指導者研修（基礎）修了

者 
 

国立のぞみの園が開催する強度行

動障害支援者養成研修（基礎研修

（指導者研修））修了者 

指導者研修（実践）修了

者 
 

国立のぞみの園が開催する強度行

動障害支援者養成研修（実践研修

（指導者研修））修了者 

１ ※１については、現職であること。 

２ ※２については、現職又は離職後２年以内であること。 

３ ※１、２以外の資格等については、現職又は離職後５年以内であること。 

４ ※２については離職後２年以上、※１、２以外の資格等については離職後５年以上経過している場合に

は、その期間内に関連分野の知識、技術の進歩があると考えられることから、その知識や技術を自己研鑚

している等、当該講師が担当科目を教授するにふさわしい知識、技術を有しているかを説明する書面を添

付して協議すること。 

５ ※３は視覚障がい者移動介護従業者養成研修課程修了者、全身性障がい者移動介護従業者養成研修課程

修了者、知的障がい者移動介護従業者養成研修課程修了者をいう。 

６ ※４は肢体不自由者を対象とした障害者支援施設の生活支援員、知的障がい者を対象とした障害者支援

施設の生活支援員をいう。 
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別紙５（２（５）③関係） 
 

実習施設および実習指導者 
 
 

１ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程 

内容 実習施設 指導者の要件 

生活介護を行う事業所等

のサービス提供現場の見

学 

８時問 

※居宅介護同行訪問見学

を含む（３時間×１回以

上実施） 

デイサービスセンター 

在宅介護支援センター 

指定通所介護事業所 

指定通所リハビリテーション事業所

等 

１年以上当該施設において直接介護

業務に従事する介護福祉士又は看護

師 

 

指定居宅介護事業所 

指定訪問介護事業所 

介護福祉士又は居宅介護職員初任者

研修課程修了者 

 

 

２ 重度訪問介護従業者養成研修基礎課程 

内容 実習施設 指導者の要件 

基礎的な介護技術と重度

の肢体不自由者とのコミ

ュニケーションの技術に

関する実習 

５時間 

重度訪問介護事業所、居宅介護事業

所、生活介護事業所、障害者支援施設

（重度肢体不自由者を対象に含む施

設に限る） 

特別養護老人ホーム 

介護老人保健施設 

介護療養型医療施設 

認知症対応型共同生活介護事業所 

特定施設入所者生活介護の指定を受

けた有料老人ホーム及び軽費老人ホ

ーム 

１年以上当該施設において直接介護

業務に従事する介護福祉士又は看護

師 

 

外出時の介護技術に関す

る実習 

２時間 

 

 

３ 重度訪問介護従業者養成研修追加課程 

内容 実習施設 指導者の要件 

重度の肢体不自由者の介

護サービス提供現場での

実習 

３時間 

重度訪問介護事業所、居宅介護事業

所、生活介護事業所、障害者支援施設

（障害程度区分５又は６である肢体

不自由者を対象に対する介護サービ

ス提供現場（１箇所以上）） 

特別養護老人ホーム 

介護老人保健施設 

介護療養型医療施設 

認知症対応型共同生活介護事業所 

特定施設入所者生活介護の指定を受

けた有料老人ホーム及び軽費老人ホ

ーム 

１年以上当該施設において直接介護

業務に従事する介護福祉士又は看護

師 

 

指定居宅介護事業所 

指定訪問介護事業所 

介護福祉士又は居宅介護職員初任者

研修課程修了者 
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４ 重度訪問介護従業者養成研修統合課程 

内容 実習施設 指導者の要件 

基礎的な介護技術と重度

の肢体不自由者とのコミ

ュニケーションの技術に

関する実習 

３時間 

重度訪問介護事業所、居宅介護事業

所、生活介護事業所、障害者支援施設

（重度肢体不自由者を対象に含む施

設に限る） 

特別養護老人ホーム 

介護老人保健施設 

介護療養型医療施設 

認知症対応型共同生活介護事業所 

特定施設入所者生活介護の指定を受

けた有料老人ホーム及び軽費老人ホ

ーム 

１年以上当該施設において直接介護

業務に従事する介護福祉士又は看護

師 

外出時の介護技術に関す

る実習 

２時間 

重度の肢体不自由者の介

護サービス提供現場での

実習 

３．５時間 

重度訪問介護事業所、居宅介護事業

所、生活介護事業所、障害者支援施設

（障害程度区分５又は６である肢体

不自由者を対象に対する介護サービ

ス提供現場（１箇所以上）） 

特別養護老人ホーム 

介護老人保健施設 

介護療養型医療施設 

認知症対応型共同生活介護事業所 

特定施設入所者生活介護の指定を受

けた 

有料老人ホーム及び軽費老人ホーム 

指定居宅介護事業所 

指定訪問介護事業所 

介護福祉士又は居宅介護職員初任者

研修課程修了者 
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様式第１号（第２（６）の②関係） 

第   号 

 

 

修 了 証 明 書 

 

 

氏  名 

生年月日    年  月  日生 

 

 

指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成１８年

９月２９日厚生労働省告示第５３８号）に規定する研修の （ 別記 ） を修了し

たことを証明する。 

 

年  月  日 

 

居宅介護職員初任者研修等事業者名  印  

 

Ａ４版が望ましい。 

 

第   号 

 

修 了 証 明 書（携帯用） 

 

 

氏  名 

生年月日    年  月  日生 

 

 

指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成１８年９

月２９日厚生労働省告示第５３８号）に規定する研修の （ 別記 ） を修了したこ

とを証明する。 

 

年  月  日 

 

居宅介護職員初任者研修等事業者名  印  

 

名刺サイズ（５５ｍｍ×９１ｍｍ）が望ましい。 

 

（別記） 居宅介護職員初任者研修課程、障害者居宅介護従業者基礎研修課程、重度訪問介護従

業者養成研修基礎課程、重度訪問介護従業者養成研修追加課程、重度訪問介護従業者養成

研修統合課程、重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程、同行援護従業者養成研修

一般課程、同行援護従業者養成研修応用課程、行動援護従業者養成研修課程、視覚障がい

者移動介護従業者養成研修課程、全身性障がい者移動介護従業者養成研修課程、知的障が

い者移動介護従業者養成研修課程 
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様式第１号の２（第２（６）の②関係） 

第   号 

 

 

修 了 証 明 書 

 

 

氏  名 

生年月日    年  月  日生 

 

 

厚生労働大臣の定めるところにより当該研修事業者が山形県知事の指定を受けて

行う（ 別記 ）を修了したことを証明する。 

 

 

年  月  日 

（指定された事業者名）      

代表  ○○ ○○  印  

 

Ａ４版が望ましい。 

 

第   号 

 

修 了 証 明 書（携帯用） 

 

 

氏  名 

生年月日    年  月  日生 

 

 

厚生労働大臣の定めるところにより当該研修事業者が山形県知事の指定を受けて

行う（ 別記 ）を修了したことを証明する。 

 

年  月  日 

 

（指定された事業者名）      

代表  ○○ ○○  印  

 

名刺サイズ（５５ｍｍ×９１ｍｍ）が望ましい。 

 

（別記） 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）、強度行動障害支援者養成研修（実践研修）



79 

様式第２号（第３関係） 

 

令和  年  月  日 

 

 

山 形 県 知 事  殿 

 

 

住所又は所在地 

申請者名（氏名又は名称及び代表者の氏名）   印 

 

 

山形県居宅介護職員初任者研修等事業指定申請書 

 

 

下記の研修事業について、○○研修○○課程として指定を受けたいので、関係書類を添えて申

請します。 

 

 

記 

 

１ 研修事業の名称及び課程 

２ 添付書類 

（１）学則 

（２）講師履歴（様式１） 

（３）演習時の福祉用具の使用計画（様式２）及び研修会場見取り図 

（４）講義室及び演習室の利用承諾書 

（５）実習計画書（様式３） 

（６）実習施設利用承諾書（様式４） 

（７）収支予算（様式５）及び向こう２年間の財政計画 

（８）定款、寄付行為その他の基本約款 

（９）財産目録、貸借対照表等資産状況を示す書類 

（１０）講義を通信方法で行う場合は、添削課題、模範解答、解説集及び採点基準並びに

合格点を明示したもの 

 

 

※ 毎年度、研修事業ごとに申請すること。 

但し、同一年度内に複数回の申請を行う場合、２回目以降の申請にあたっては、内容

変更がない限り、２（２）、（４）、（７）、（８）、（９）及び（１０）の添付を省

略することができる。 
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（様式１） 

 

○○研修○○課程 

講  師  履  歴 

 

年  月  日現在 

養成研修担当

科目 

 

 

ふりがな 

氏  名 

 

 

性 別 男 ・ 女 

生年月日  年   月   日     （     歳） 

現 

 

在 

所  属  

職 及 び 

業務内容 
在職   年 

担 

当 

科 

目 

に 

関 

係 

の 

あ 

る 

経 

歴 

名 称 
教育内容（学部、学科、専攻）

及び業務内容（職、内容） 
期 間 

  年  月～  年  月 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

資 

格 

・ 

免 

許 

名   称 取得機関 取得年月日 

  年 月 日 
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（様式２） 

 

福祉用具の使用計画 

 

月日 時間 演習項目 福祉用具 
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（様式３） 

実習計画書（○○研修○○課程） 

 
ア ○○に関する実習（○時間） 

施設名 
実習指導者 

受入人数 
１日の 
限度人数 研修期間 

資 格 氏 名 勤務年数 

 
      

      

 
      

      

 
      

      

 
      

      

合  計       

 

 

イ △△に関する実習（△時間） 

施設名 
実習指導者 

受入人数 
１日の 
限度人数 研修期間 

資 格 氏 名 勤務年数 

 
      

      

 
      

      

 
      

      

 
      

      

合  計       

 

 

ウ ◇◇見学（◇時間） 

施設名 
実習指導者 

受入人数 
１日の 
限度人数 研修期間 

資 格 氏 名 勤務年数 

 
      

      

 
      

      

 
      

      

 
      

      

合  計       

鴫
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（様式４） 

 

実習施設利用承諾書（○○研修○○課程） 

 

令和  年  月  日 

殿 

 

所 在 地 

名 称 

代 表 者 

職・氏名             印 

 

○○研修○○課程の実習の受け入れについて、下記のとおり承諾します。 

 

記 

 

１ 実習の区分 例１ ○○に関する実習（○時間×２日＝○時間） 

        例２ ◇◇見学（◇時間） 

 

 

２ 施設等の種別 

 

 

３ 施設等の名称及び所在地 

 

 

４ 受け入れ条件 

（１）受け入れ期間  令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日（   日間） 

                 時  分 ～   時  分（休憩を除き  時間） 

（２）受け入れ人数      時間×   日を   名 

（３）１日当たりの人数（限度）        名 

 

※複数の実習区分で併せて承諾を得る場合は、別に作成してください。 
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（様式５） 

 

収支予算 

項     目 金 額 算 出 内 訳 

収入合計   

 
１ 受講料   

２ テキスト代   

支出合計   

 １ 講師謝礼 

（１）講 義 

 

 

（２）演 習 

 

 

  

小計   

２ 実習謝礼 

（１）○○実習 

（２）○○訪問 等 

 

  

小計   

３ テキスト購入   

４ 修了証明書印刷   

５ 消耗品 

 

  

小計   

６ 賃貸料   

７ 会場費   

８ 通信費   
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様式第３号（第５関係） 

 

令和  年  月  日 

 

山 形 県 知 事  殿 

 

 

住所又は所在地 

申請者名（氏名又は名称及び代表者の氏名）   印 

 

 

山形県居宅介護職員初任者研修等事業変更届 

 

令和  年  月  日付け指令障第  号により指定を受けた居宅介護職員初任者研修等事

業を下記のとおり変更したいので届け出ます。 

 

記 

 

１ 研修事業の名称 

 

 

２ 変更事項 

（１）変更前 

 

 

（２）変更後 

 

 

３ 変更理由 

※理由が分かるよう記載すること。 

 

４ 添付書類 

※学則の別紙その他変更となる部分の差し換え部分を記載すること。 
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様式第４号（第６関係） 

 

令和  年  月  日 

 

山 形 県 知 事  殿 

 

 

住所又は所在地 

申請者名（氏名又は名称及び代表者の氏名）   印 

 

 

山形県居宅介護職員初任者研修等事業報告書 

 

令和 年 月 日付け指令障第  号で指定を受けた居宅介護職員初任者研修等事業について、

研修が終了しましたので、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 研修事業の名称 

 

２ 課程                    課程 

 

３ 募集定員              人 

 

４ 受講者及び修了者 

（１）受講者              人 

（２）修了者              人 

（３）未修了者             人 

未修了者内訳（辞退者  人、補講者   人） 

 

５ 講師の実施状況（別紙講義（演習）実施確認書のとおり） 

 

６ 実習の状況（別紙実習修了確認書のとおり） 

 

７ 修了者名簿（別紙名簿のとおり） 
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（別紙修了者名簿） 

○ ○ 研 修 ○ ○ 課 程 修 了 者 名 簿 
 

 

 

事業者名                      

 

研修期間  年  月  日から  年  月  日  

 

NO. 
ふりがな 

氏 名 
住 所 電話番号 生年月日 課程 

修了証明書 
備 考 

番号 年 月 日 

１         

２         

３         

４         

５         

６         

７         

８         

９         

10         
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（別紙講義(演習)実施確認書） 

 

講義（演習）実施確認書 

 

山 形 県 知 事  殿 

 

住所又は所在地 

申請者名（氏名又は名称及び代表者の氏名）  印 

 

 

令和  年 月 日付け指令障第  号（研修期間：令和  年 月  日から令和  年 月 

日）で指定を受けた（研修事業の名称及び課程）について、下記のとおり講師の実施確認を得ま

した。 

 

記 

 

科目名 実施日 時間数 講師氏名 確認印 

講 
 

 
 

義 

 ／    

 ／    

 ／    

 ／    

 ／    

 ／    

 ／    

 ／    

 ／    

 ／    

 ／    

 ／    

演 
 

習 

 ／    

 ／    

 ／    

 ／    

 ／    

注１ 「講師氏名」欄には、担当した講師の自署を、「確認印」欄には、当該講師の確認印の押

印を受領すること。 

２ 科目ごと又は講師ごとに一欄とすること。 
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（別紙実習修了確認書） 

実習修了確認書（○○研修○○課程） 

事業者名                            

研修期間 令和  年  月  日から令和  年  月  日まで 

NO. 修了者氏名 

○○に関する実習 △△に関する実習 ◇◇見学 

備 考 実習先 実習先 実習先 

      

１  
／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

 

２  
／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

 

３  
／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

 

４  
／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

 

５  
／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

 

６  
／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

 

７  
／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

 

８  
／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

 

９  
／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

 

10  
／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

 

11  
／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

 

12  
／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

 

13  
／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

 

14  
／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

／ 
／ 

 

※実習施設が多い場合は、実習教科ごとの表とすること 
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様式第５号（第６関係） 

 

 

令和  年  月  日 

山 形 県 知 事  殿 

 

 

住所又は所在地名 

申請者（氏名又は名称及び代表者の氏名）  印 

 

 

 

居宅介護職員初任者研修等事業報告書（補講分） 

 

令和 年  月 日付け指令障第  号で指定を受けた居宅介護職員初任者研修等事業につい

て、研修の未修了者について補講を行い、修了しましたので、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 研修事業の名称 

 

２ 課程                      課程 

 

３ 研修期間      年  月  日から  年  月  日 

 

４ 補講者数     今回修了者   名 

（前回までの報告との累計：研修受講者  名、補講者  名、 

辞退者    名、修了者合計   名） 

 

５ 補講実施状況（別紙実施状況報告書のとおり） 

 

６ 講師の実施状況（別紙講義(演習)実施確認書のとおり） 

 

７ 実習の状況（別紙実習修了確認書のとおり） 

 

８ 補講者名（別紙名簿のとおり） 

、
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（別紙実施状況報告書） 
 

補講実施状況報告書 
 

補講者名 補講科目 補講実施日 補講実施場所 補講担当講師 補講実施団体 

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

 


